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Ⅰ－１ 

 

静岡県防災会議条例 

 

制定 昭和３７年 10 月 15 日 条例第４２号 

改正 昭和５４年 ７月 20 日 条例第２７号 

 平成１５年１０月２４日 条例第４７号 

 平成１８年 ３月２４日 条例第２７号 

平成１９年 ３月２０日 条例第４２号 

平成２４年１０月２３日 条例第５５号 

 

（趣旨） 

第 1 条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 15 条第 8 項の規定に基づき、静岡県防災会議(以

下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（委員及び専門委員） 

第 2 条 知事が指名し、又は任命する委員の定数は、40 人以内とする。 

2 前項に規定する知事が任命する委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 前項本文の規定にかかわらず、知事が必要と認めるときは、第 1 項に規定する知事が任命する委員の任期を短縮する

ことができる。 

4 第 1 項に規定する知事が任命する委員は、再任することを妨げない。 

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 

（幹事） 

第 3 条 防災会議に幹事 51 人以内を置く。 

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。 

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

 

（部会） 

第 4 条 防災会議に部会を置くことができる。 

2 部会に属する委員及び専門委員は、会長がこれを指名する。 

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をこれに充てる。 

4 部会長は、部会の事務を掌理する。 

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

 

（委任） 

第 5 条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議には

かつて定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和 54 年 7 月 20 日条例第 27 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 15 年 10 月 24 日条例第 47 号） 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

2 この条例の施行に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、改正後の静岡県防災会議条例第

2 条第 2 項の規定にかかわらず、平成 16 年 10 月 14 日までとする。 

附 則（平成 18 年 3 月 24 日条例第 27 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 19 年 3 月 20 日条例第 42 号抄） 

（施行期日） 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 24 年 10 月 23 日条例第 55 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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静岡県防災会議運営要領

（趣旨）

第１条 この要領は、静岡県防災会議条例（昭和 37 年静岡県条例第 42 号）第５条の規定に基づき、静岡県

防災会議（以下「会議」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（会議の招集）

第２条 会議は、必要の都度会長が招集する。

２ 会議の招集は、会議開催の場所及び日程並びに付議すべき事項をあらかじめ各委員に通知して行う。

（委員の代理出席）

第 3 条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。

２ 委員又は代理者が共に出席できない時は、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

（会議の決定）

第４条 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。

（専決処分）

第５条 会長は、会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができない

ときは、会議が処理すべき事務のうち、次の各号に掲げる事項について専決処分することができる。

(１) 静岡県地域防災計画に基づき、その実施を推進すること。

(２) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳、その他必要な協力を求めること。

(３) 市町村地域防災計画の修正について、知事に意見を具申すること。

(４) 緊急事態の発生により早急に決定を要すること。

(５) その他軽易な事項に関すること。

２ 会長は前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告し、承認を求めなければならない。

（書面による決議）

第６条 会長は、やむを得ない理由により会議の招集が困難であるときは、書面により委員の可否を伺い、その

結果をもって会議の議決に代えることができる。

２ 第１項に規定する場合においては、第３条第１項の規定にかかわらず、委員の代理はこれを認めない。

３ 書面による決議は、回答の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

（部会）

第７条 部会の名称及び所掌事項は、次のとおりとする。

救助部会 災害応急対策計画に関すること。

施設部会 災害予防計画並びに水防に関すること。

２ 会長は、必要と認めるときに特別部会を設けることができる。

３ 部会は、部会長が必要と認めたとき招集し、議長となり議事を整理するものとする。

４ 会長は、部会に出席し、発言することができるものとする。

５ 第３条及び第４条の規定は、部会に準ずる。

（議事録）

第８条 会議については、議事録を作り、会長の指名する出席委員２人以上がこれに署名押印しなければならな

い。

（庶務）

第９条 会議の庶務は、静岡県危機政策課において処理する。
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附 則

この要領は、昭和３７年１２月１４日から施行する。

この要領は、平成８年１１月２１日から施行する。

この要領は、平成１３年４月２日から施行する。

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。

この要領は、令和３年４月１日から施行する。
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静岡県防災会議委員の任命に関する要綱

第１ 趣旨

この要綱は、静岡県防災会議条例（昭和３７年静岡県条例第４２条）第２条第１項の規定に基づき、知事

が任命する委員の所属する機関及び役職について定めるものとする。

第２ 市町及び消防機関の任命委員

知事が災害対策基本法第 15 条第５項第６号の規定により任命する委員は、次の表に掲げる機関の者とす

る。

第３ 指定公共機関または指定地方公共機関の任命委員

知事が災害対策基本法第 15 条第５項第７号の規定により任命する委員は、次の表に掲げる機関の役員又

は職員とする。

(１) 指定公共機関

(２) 指定地方公共機関

附 則

この要綱は、平成６年１１月２２日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１２年１０月１５日から施行する。

附 則

機 関 名

静 岡 県 市 長 会

静 岡 県 町 村 会

静 岡 県 消 防 長 会

公 益 財 団 法 人 静 岡 県 消 防 協 会

機 関 名

大 井 川 土 地 改 良 区

静 岡 ガ ス 株 式 会 社

一 般 社 団 法 人 静 岡 県 Ｌ Ｐ ガ ス 協 会

伊 豆 箱 根 鉄 道 株 式 会 社

静 岡 鉄 道 株 式 会 社

一 般 社 団 法 人 静 岡 県 ト ラ ッ ク 協 会

静 岡 放 送 株 式 会 社

一 般 社 団 法 人 静 岡 県 医 師 会

公 益 社 団 法 人 静 岡 県 看 護 協 会

一 般 社 団 法 人 静 岡 県 建 設 業 協 会

富 士 山 静 岡 空 港 株 式 会 社

機 関 名

独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構

日 本 銀 行

日 本 赤 十 字 社

日 本 放 送 協 会

中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社

西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社

日 本 郵 便 株 式 会 社

日 本 通 運 株 式 会 社

東 京 電 力 ﾊ ﾟ ﾜ ｰ ｸ ﾞ ﾘ ｯ ﾄ ﾞ 株 式 会 社

中 部 電 力 株 式 会 社

電 源 開 発 株 式 会 社
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この要綱は、平成１４年１０月１５日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１５年１０月２４日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２５年４月２３日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２8 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年８月 26 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
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Ⅰ－４

静岡県災害対策本部条例

昭和３７年１０月１５日 条例第４３号

改正 平成 ８年 ３月２８日 条例第３１号

改正 平成１７年 ３月２５日 条例第 ３号

改正 平成24年 10月23日 条例第 55号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第8項の規定に基づき、静岡県災害対策

本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成8年条例31号・24年55号〕)

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督す

る。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務

を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

4 副本部長及び本部員以外の災害対策本部の職員(以下「本部職員」という。)は、上司の命を受け、災害対策

本部の事務に従事する。

(一部改正〔平成8年条例31号〕)

(部)

第3条 本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属する本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員又は本部職員をこれに充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(一部改正〔平成8年条例31号〕)

(方面本部)

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に方面本部を置くことができる。

2 方面本部に属する本部職員(次項において「方面本部職員」という。)は、本部長が指名する。

3 方面本部に方面本部長を置き、本部長が指名する方面本部職員をこれに充てる。

4 方面本部長は、方面本部の事務を掌理する。

(追加〔平成8年条例31号〕、一部改正〔平成17年条例3号〕)

(現地災害対策本部)

第5条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本

部員及び本部職員のうちから本部長が指名する者をこれに充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(追加〔平成8年条例31号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(一部改正〔平成8年条例31号〕)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年3月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。
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附 則(平成17年3月25日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成24年10月23日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。
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静岡県災害対策本部運営要領

第１章 総 則

（目 的）

第１条 この要領は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条及び静岡県災害対

策本部条例（昭和37年静岡県条例第43号）第６条の規定に基づき、災害が発生し、又は

災害が発生するおそれがある場合に設置する静岡県災害対策本部等（放射性物質の大量

放出による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に設置する原子力災害対策本

部を除く。以下「本部」という。）の運営に関し、必要な事項を定め、災害応急対策の

迅速かつ的確な実施を図ることを目的とする。

第２章 本 部

（組織及び分掌事務）

第２条 本部に、その事務を処理するため、別表本部の１に掲げる指令部（以下「指令

部」という。）及びその他の部（以下「各部」という。）を置く。

２ 指令部は、県の災害応急対策の総合調整、対外的な総合窓口機能及び市町が実施する

災害対応の支援を所掌し、その事務を処理するため､別表本部の１に掲げる班及びグル

ープ（以下「指令部各班」という｡）を置き、別表本部の３に掲げる事務を分掌する。

３ 各部に別表本部の１に掲げる班（以下「各部各班」という。）を置き、別表本部の４

に掲げる事務を分掌する。

４ 本部を設置したときは、「静岡県災害対策本部」の表示をする。

（副本部長）

第３条 副本部長は、副知事及び警察本部長をもって充てる。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副知事がその職務を代理

する。

（危機管理監）

第３条の２ 危機管理監は、本部長の命を受け、本部員を指揮し本部の事務を処理する。

２ 危機管理監は、指令部長として指令部の事務を掌理し、所属の要員を指揮監督する。

３ 危機管理監に事故があるときは、危機管理監代理がその職務を代理する。

（本部員）

第４条 本部員は、別表本部の２に掲げる者をもって充てる。

（指令部各班）

第５条 指令部各班に班長及びグループ長（以下｢指令部各班長｣という。）を置く。

２ 指令部各班長は、別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、指令部長を補佐す

るとともに、所属の要員を指揮監督する。

３ 指令部各班長は、第８条に規定する本部員会議に出席するとともに、必要に応じ、所

管業務に関する災害応急対策の実施状況について、本部員会議に報告する。

４ 指令部各班は、指令部各班において災害応急対策に従事する職員（以下「指令部各班

員」という｡）をもって構成し、指令部各班員は、関係部局長の推薦に基づき危機管理

監があらかじめ定めておくものとする。

５ 指令部各班長は、災害応急対策が円滑に行われるように、指令部各班員の勤務ローテ

ーションについてあらかじめ定めておくものとする。

６ 危機管理監は災害の状況に応じ、指令部各班員の構成を変更することができる。

７ 指令部各班員は、本部が設置されたときは、直ちに指定された配置場所に参集する。

（各部各班）
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第６条 各部に部長及び危機担当監を、各部各班に班長を置く。

２ 部長は別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、部の事務を掌理し、所属の要

員を指揮監督する。

３ 危機担当監は別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、部長を補佐する。

４ 危機担当監は、所管する職員の中から、代理となる者（以下「危機担当監代理」とい

う。）をあらかじめ定めておくものとする。

５ 各部各班の班長は、別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、部長、危機担当

監を補佐するとともに、所属の要員を指揮監督する。

６ 各部各班の班長は、所管する職員の中から、災害応急対策に従事する職員（以下「各

部各班員」という。）をあらかじめ定めておくものとする。

７ 部長は、勤務外において、各部各班員が不足し、初動体制の確保が困難な班（第22条

に定める方面本部各班を含む。）がある場合は、部内において必要な調整等を行い、所

管する職員を当該不足する班の事務に従事するよう、各部各班員としてあらかじめ定め

ておくことができる。

８ 各部各班員の指定にあたっては、災害応急対策等が円滑に行われるように、班員の勤

務ローテーションについて、あらかじめ定めておくことができる。

９ 本部長は災害の状況に応じ各部各班及び各部各班員の構成を変更することができる。

10 部長は災害の状況に応じ所管する部の各部各班員の構成を変更することができる。

11 各部は、円滑な災害応急対策等を行うため、指令部と連携を密にするものとする。特

に、くらし・環境部、健康福祉部、経済産業部及び交通基盤部においては、班員を危機

管理センターに派遣し、相互の情報共有や連絡調整業務等を行うものとする。

12 各部に部の危機管理業務を総括する危機管理担当課を置く。危機管理担当課は別表本

部の２に掲げる課をもって充てる。

13 各部に第11条に定める配備体制において情報収集等に従事する危機管理関係課を置

く。危機管理関係課は別表本部の２に掲げる課をもって充てる。

（業務調整要員）

第７条 本部員、指令部各班員及び各部各班員以外の職員（以下「業務調整要員」とい

う。）については、危機管理監が別に定める業務に従事するものとする。

（本部員会議）

第８条 本部長は、災害応急対策について協議するため、必要に応じて本部員会議を開催

する。

２ 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。ただし、必要に応じ

て、本部員以外の部長等に出席を求めることができる。

３ 本部員等は、それぞれの所管業務に関する災害応急対策の実施状況について、必要に

応じて、本部員会議に報告する。

４ 本部長は、被害情報等の収集、災害応急対策の調整等を行うため、防災関係機関の長

に対し、本部員会議への連絡員の出席を要請することができる。

５ 本部長は、対策を的確かつ迅速に実施するため、必要があると認められる時は、国の

職員、その他関係機関の職員等の出席を要請することができる。

（対策会議）

第９条 複数の部にまたがる緊急事案に迅速に対処するため、本部が設置された時をもっ

て本部内に対策会議を設置し、各部局の所管業務に関する災害応急対策の実施状況につ

いて情報共有を図るとともに、危機管理監からの指示を所属する部へ伝達する。

２ 対策会議は、危機管理監又はそれを代理するものが主宰し、危機管理監が必要と判断

し出席を求める危機担当監、及び機関の代表者をもって構成する。危機管理監は、必要

に応じ、対策会議の内容を本部長に報告する。
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３ 危機管理監は、被害情報等の収集、災害応急対策の調整等を行うため、防災関係機関

の長に対し、対策会議への連絡員の参加を要請することができる。

（班長会議）

第10条 指令部対策グループ長は、災害応急対策について、指令部各班等及び各部各班と

の連絡調整を図るため、必要に応じて班長会議を開催する。

２ 班長会議は、関係班長をもって構成する。

（局地的な災害における本部の設置）

第10条の２ 局地的な災害が発生し、又は発生するおそれがあり、市町が災害対策本部を

設置した場合において、知事がその対策を必要と認めるときは、本部を設置する。

（配備体制）

第11条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、別表共通の１に掲げるいずれ

かの配備体制（情報収集体制、警戒体制、特別警戒体制、災害警戒本部及び災害対策本

部）をとる。なお、動員の規模は、状況に応じて拡大又は縮小することができる。

２ 本部が設置された際の本部長、副本部長、本部員、指令部各班員、各部各班員及び業

務調整要員の動員計画については、別表共通の２－１、２－２に定める。

３ 前２項における動員の規模は、その都度本部長等が決定するものとし、災害の状況に

応じて柔軟に編成する。

４ 勤務外における災害に係る連絡体制は、各部各班が別に定める。

５ 本部が設置されたのち、第５条及び第６条に掲げるそれぞれの組織の長が配備につく

までの間における災害応急対策の実施については、必要に応じそれぞれの組織の上位等

級者が指揮するものとする。

（班員の参集状況報告等）

第12条 指令部各班長及び各部各班の班長は、班員の参集状況を把握し、指令部総務班長

に報告する。

（災害応急対策に従事する要員の方面本部等に対する派遣）

第13条 本部長は、災害応急対策に従事する要員を、必要に応じ方面本部等に派遣するこ

とができる。

（本部の廃止）

第14条 本部長は、本部設置の必要が無くなったと判断したときは、本部を廃止する。

（関係機関への通知）

第15条 本部長は、本部を設置し、又は廃止したときは、直ちに次に掲げる者のうち必要

と認める者に通知する。

(1) 国の災害対策本部長

(2) 消防庁長官

(3) 防災関係機関の長

(4) 市町長

(5) その他の機関の長

第３章 方 面 本 部

（方面本部の設置）

第16条 本部の地方組織として、別表方面本部の２に掲げる方面本部を置くことができ

る。

（組織及び分掌事務）

第17条 方面本部に方面本部長、副方面本部長、方面本部員及び班長を置く。

２ 方面本部にその事務を処理するため、別表方面本部の１に掲げる指令班（以下「方面

本部指令班」という。）及びその他の各班（以下「方面本部各班」という。）を置く。
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３ 方面本部の所管区域及び方面本部を構成する出先機関は、別表方面本部の２に定める

ところによる。

４ 方面本部各班は、別表方面本部の３に掲げる事務を分掌する。

５ 方面本部を設置したときは、方面本部室に「静岡県災害対策本部○○方面本部」の表

示をする。

（方面本部長）

第18条 方面本部長は、地域局長をもって充てる。

２ 方面本部長は、方面本部の事務を所掌し、所属の要員を指揮監督する。

３ 方面本部長は、災害の状況に応じ、方面本部各班の構成を変更することができる。

４ 方面本部長は、所管地域内で災害が発生した場合において、災害応急対策実施のため

必要と認めるときは、本部と調整のうえ、他の地域局長に対して、支援を求めることが

できる。

（副方面本部長）

第19条 副方面本部長は、地域局副局長兼（賀茂、東部、中部及び西部）危機管理監その

他あらかじめ地域局長が定めた者をもって充て、方面本部長を補佐し、方面本部長に事

故があるときは、方面本部長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。

（方面本部員）

第20条 方面本部員は、別表方面本部の２に掲げる者をもって充てる。

（方面本部指令班）

第21条 方面本部指令班は、方面本部の事務を処理し、方面本部の災害応急対策の総合調

整と対外的な総合窓口機能を所掌するとともに、方面本部管内の市町災害対策本部の運

営を支援する。

２ 方面本部指令班長は、地域局の職員のうち、あらかじめ地域局長が指定した職員をも

って充てる。

３ 方面本部指令班長は、方面本部長を補佐し、所属の要員を指揮監督するとともに、第

24条に規定する方面本部員会議に出席し、必要に応じ、所管業務に関する災害応急対策

の実施状況について報告する。

４ 方面本部指令班は、方面本部指令班において災害応急対策に従事する職員（以下「方

面本部指令班員」という｡）をもって構成し、方面本部指令班員は、関係所属長の推薦

に基づき地域局長があらかじめ定めておくものとする。

５ 方面本部指令班には、別表方面本部の３に掲げる係又はスタッフ（以下、「係等」と

いう。）を置き、災害応急対策に従事する要員をあらかじめ定めておくとともに、方面

本部指令班員の勤務ローテーションについてもあらかじめ定めておくものとする。

６ 係等に係長又はスタッフ長を置く。

７ 方面本部指令班長は、災害の状況に応じ、方面本部指令班員の構成を変更することが

できる。

８ 方面本部指令班長は、管内の被害状況を把握するために必要があると認めるときは、

安全に十分に配慮のうえ、所属の要員を現地調査のために派遣することができる。

９ 方面本部指令班員は、方面本部が設置されたときは、直ちに方面本部室又はあらかじ

め定められた参集先に参集する。

（方面本部各班）

第22条 方面本部各班長は別表方面本部の２に定める出先機関の長をもって充てる。ま

た、班長が副方面本部長である場合には班ごとに適宜上位等級者をもって充てる。

２ 方面本部各班の班長は、班の事務を所掌し、班に所属する要員を指揮監督する。

３ 地域局長が指定する班に副班長を置く。副班長は、あらかじめ地域局長が定めた者を

もって充て、班長を補佐する。
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４ 方面本部各班の班長は、所管する職員の中から、災害応急対策に従事する要員（以下

「方面本部各班員」という。）をあらかじめ定めておくものとする。なお、方面本部物

資班等、他の所属の職員を構成員とする班・係については、関係所属長の推薦に基づ

き、地域局長があらかじめ定めておくものとする。

５ 方面本部各班の班長は、勤務外において、方面本部各班員が不足し、初動体制確保が

困難な場合は、本部において当該班を所管する部長に、部内の他の班の職員を方面本部

各班員として当該班の事務に従事させるよう要請することができる。

６ 方面本部各班員の指定にあたっては、災害応急対策が円滑に行われるように、班員の

勤務ローテーションについて、あらかじめ定めておくことができる。

７ 方面本部各班の班長は、災害の状況その他特別な事由がある場合は、各班員の構成を

変更することができる。

８ 方面本部各班は、円滑な災害応急対策を行うため、所管する職員の中から、方面本部

指令班との連絡調整に従事する職員をあらかじめ定める。特に、健康福祉班及び土木班

は、班員を方面本部室に派遣し、方面本部指令班との相互の情報共有や連絡調整業務等

を行うものとする。

（業務調整要員）

第23条 方面本部員、方面本部指令班員及び方面本部各班員以外の要員（以下「業務調整

要員」という。）については、方面本部長が別に定める業務に従事するものとする。

２ 総合庁舎で業務に就く指令班駐在は、参集した業務調整要員を方面本部長の命あるま

で待機させ、その間は駐在業務に従事させることができる。

（方面本部員会議）

第24条 方面本部長は、方面本部の災害応急対策について協議するため、必要に応じて方

面本部員会議を開催する。

２ 方面本部員会議は、方面本部長、副方面本部長及び方面本部員又は方面本部員の属す

る班の副班長をもって構成する。ただし、必要に応じて、方面本部員以外の班長等に出

席を求めることができる。

３ 方面本部員等は、それぞれの所管業務に関する災害応急対策の実施状況について、必

要に応じて方面本部員会議に報告する。

４ 方面本部長は、被害情報等の収集、災害応急対策の調整等を行うため、防災関係機関

の長に対し、方面本部員会議への連絡員の出席を要請することができる。

（方面本部対策会議）

第25条 複数の班にまたがる緊急事案に迅速に対処するため、方面本部に方面本部対策会

議を設置する。

２ 方面本部対策会議は、方面本部長、副方面本部長及び方面本部長が指定する副班長を

もって構成する。

３ 副班長は、それぞれの所管業務に関する災害応急対策の実施状況について、必要に応

じて、方面本部長に報告するとともに、方面本部長からの指示を所属する班へ伝達す

る。

４ 方面本部長は、被害情報等の収集、災害応急対策の調整等を行うため、防災関係機関

の長に対し、方面本部対策会議への連絡員の参加を要請することができる。

（配備体制）

第26条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、別表共通の１に掲げるいずれ

かの配備体制（情報収集体制、警戒体制、特別警戒体制、災害警戒本部及び災害対策本

部）をとる。なお、動員の規模は、状況に応じて拡大又は縮小することができる。

２ 方面本部長、副方面本部長、方面本部員、方面本部指令班員、方面本部各班員及び業

務調整要員の動員計画については、別表共通の２－１、２－２に定める。
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３ 局地的な災害における方面本部の体制は、第３章に定める規定に関わらず、指令班を

中心に方面本部長の判断により柔軟に編成できるものとする。

４ 勤務外における連絡体制は、方面本部各班が別に定める。

５ 方面本部が設置されたのち、第21条及び第22条に掲げるそれぞれの組織の長が配備に

つくまでの間における災害応急対策の実施については、必要に応じそれぞれの組織の上

位等級者が指揮するものとする。

（班員の参集状況等）

第27条 方面本部の各班長は、班員（業務調整要員含む。）の参集状況を把握し、方面本

部長に報告する。

２ 方面本部長は、前項の参集状況を取りまとめ、本部指令部総務班長に報告する。

（方面本部の廃止）

第28条 本部長は、方面本部設置の必要が無くなったと判断したときは、方面本部を廃止

する。

（関係機関への連絡）

第29条 方面本部長は、方面本部が設置され、又は廃止された場合は、直ちに次に掲げる

者のうち必要と認める者に通知する。

(1) 管内市町長

(2) 方面本部防災関係機関の長

第４章 災害警戒本部及び災害警戒方面本部

(災害警戒本部の設置）

第30条 本部長は、大規模な災害の発生のおそれがあり、災害対策本部を設置するまでに

至らない段階で、災害に対する警戒が必要とする場合に災害警戒本部を設置する。

(災害警戒方面本部の設置）

第31条 本部長は、災害警戒本部が設置された場合、災害警戒本部の地方組織として災害

警戒方面本部を置くことができる。

（準用）

第32条 第１章から第３章まで、第６章から第９章まで及び別表本部の１から別表方面本

部の３までの規定は、災害警戒本部及び災害警戒方面本部について準用する。

第５章 現地災害対策本部

（組 織）

第33条 本部長は、被災地において人命の救助その他の災害応急対策を迅速に実施するた

め必要と認めた場合には、現地災害対策本部を設置する。

２ 現地災害対策本部は、被災地において本部の事務の一部を行なう。

３ 現地災害対策本部は、主な被災地を管轄する方面本部管内に設置する。その際、当該

方面本部の組織は現地災害対策本部に包含される。

４ 現地災害対策本部を設置したときは、現地災害対策本部の設置場所に「静岡県災害対

策本部現地災害対策本部」の表示をする。

（現地災害対策本部長等）

第34条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策副本部長及び現地災害対

策本部員を置く。

２ 現地災害対策本部長は、副本部長（警察本部長を除く。）、本部員又は方面本部長の

うちから本部長が指名する者をもって充て、現地災害対策本部の事務を掌理する。

３ 現地災害対策副本部長は、本部員、方面本部長、副方面本部長又は方面本部員のうち
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から本部長が指名する者をもって充て、現地災害対策本部長を補佐し、現地災害対策本

部長に事故があるときは、その職務を代理する。

４ 現地災害対策本部員は、本部員、方面本部長、副方面本部長又は方面本部員のうちか

ら本部長が指名する者をもって充てる。

５ 現地災害対策本部において災害応急対策等に従事する要員は、指令部各班員及び各部

各班員のうちから指令部各班長及び各部各班長が指名した要員並びに現地災害対策本部

を設置した方面本部の方面本部指令班員及び方面本部各班員をもって充てる。

（現地災害対策本部長の権限）

第35条 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部を設置した方面本部及び任務の遂行に

当たり必要な方面本部並びに防災関係機関に対し、必要な指示をすることができる。

（現地災害対策本部の廃止）

第36条 本部長は、現地災害対策本部設置の必要が無くなったと判断したときは、現地災

害対策本部を廃止する。

（関係機関への通知）

第37条 第15条の規定は、本部長が現地災害対策本部を設置し、又は廃止したときに準用

する。

第６章 市町災害対策本部の支援

（市町災害対策本部の支援）

第38条 本部長及び方面本部長は、市町における被害状況等を迅速かつ的確に把握し、市

町災害対策本部に対する効果的な職員派遣等の支援を決定する。

（市町支援機動班員の派遣）

第39条 本部長は、必要があると認めるときは、あらかじめ指名した職員（以下「市町支

援機動班員」という。）を市町災害対策本部に派遣する。

２ 市町支援機動班員は、派遣された市町を管轄する方面本部と連携し、市町が実施する

災害応急対策全般の支援を行うほか、必要に応じて被害状況の現地調査を行うものとす

る。

（市町情報収集要員の派遣）

第40条 方面本部長は、必要があると認めるときは、あらかじめ指名した職員（以下「市

町情報収集要員」という。）を市町災害対策本部に派遣する。

２ 市町情報収集要員は、方面本部指令班長の指揮監督のもと、派遣された市町に関する

情報の収集及び連絡調整等を行うものとする。

（県職員による応援職員の派遣）

第41条 本部長は、市町情報収集要員又は市町支援機動班員からの情報等により、被災市

町だけでは十分な災害対応ができない、又はそのおそれがあると判断した場合、当該市

町の意向を踏まえ、県職員による応援職員の派遣を行う。

（広域応援の受入調整）

第42条 本部指令部は、被災市町からの応援要請に基づき、国や協定を締結している都道

府県、県内他市町による応援職員の派遣について調整するものとする。

第７章 防災関係機関との連携

（防災関係機関との連絡等）

第43条 防災関係機関と常に密接な連絡を図り、災害応急対策を的確かつ迅速に行うた

め、本部長は、必要に応じ、協力を要請するものとする。

２ 本部長は、防災関係機関の長に対し、本部への連絡員の派遣を要請することができ

る。
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３ 本部に派遣された防災関係機関の連絡員は、本部との連絡調整業務及び災害応急対策

業務につくものとする。

４ 指令部各班長は、関係防災機関の活動内容や地域の調整等を行うため、必要に応じ、

調整会議を開催する。

５ 方面本部長は、防災関係機関の長に対し、方面本部への連絡員の派遣を要請すること

ができる。

６ 方面本部に派遣された防災関係機関の連絡員は、方面本部指令班において災害応急対

策業務につくものとする。

７ 方面本部指令班長は、関係防災機関の活動内容や活動地域の調整等を行うため、必要

に応じ、調整会議を開催する。

（自衛隊等への連絡）

第44条 本部長は、災害が発生し、又は発生のおそれがあると認めるときは、直ちに自衛

隊等に対して、連絡員の派遣を要請するとともに、災害派遣等の準備を要請するものと

する。

（自衛隊等への災害派遣要請）

第45条 方面本部長は、市町長から自衛隊等の災害派遣の要求があったときは、災害状

況、要請事由、期間、出動人員、派遣区域及び活動内容等を明らかにして、本部長に連

絡するものとする。ただし、本部長から別に指示があった場合は、本部長への連絡は不

要とする。

２ 本部長が前項の連絡を受け災害派遣の要請を決定したときは、危機管理監は次の事項

を行う。

(1) 自衛隊等に対する災害派遣要請

(2) 方面本部に対する通知及び自衛隊等の受入体制等についての指示

３ 方面本部長は、前項の自衛隊等の災害派遣通知を受けたときは、次の事項を行うもの

とする。ただし、管内市町からの複数の自衛隊等の派遣要求に対して、それらの全てに

対応することは困難であると判断される場合は、方面本部長は次の事項を行う前に、自

衛隊等と調整を行ったうえで派遣先市町を決定することができる。

(1) 要求のあった市町長への災害派遣通知及び受入体制の指示

(2) 作業が迅速かつ効果的に行われるための作業計画の作成

(3) 自衛隊等と連絡調整を図るための窓口の明確化

（緊急消防援助隊の受援に係る調整等）

第46条 緊急消防援助隊の受援に係る調整等については、消防組織法の定めによるほか、

静岡県緊急消防援助隊受援計画に基づき行うものとする。

２ 消防組織法第44条の２に基づき消防応援活動調整本部（以下「消防調整本部」とい

う。）を設置した場合は、本部の分掌事務のうち、別表本部の３の緊急消防援助隊との

調整に関することを消防調整本部が行うものとする。

３ 前項の消防調整本部には、指令部対策グループの中から、あらかじめ要員を定め、当

該業務に従事させるものとする。

４ 緊急消防援助隊の円滑な受援のため、各方面に消防応援活動調整本部を設置する場合

においても、方面本部指令班の中から、あらかじめ要員を定め、当該業務に従事させるこ

とができる。

第８章 服 務 等

（勤務外における職員の措置）

第47条 職員は、勤務外において本部又は方面本部の設置を知ったときは、別表共通の２

－１、２－２に基づき参集するものとする。
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（職員の心構え）

第48条 職員は、災害応急対策を支援する自衛隊等の防災関係機関及び自主防災活動を実

施する住民、その他の者に対し、誠実に対応しなければならない。

２ 職員は、自らの言動によって、住民に不安を与え、若しくは住民の誤解を招き、本部

又は方面本部の活動に反感を抱かせることのないよう注意しなければならない。

３ 職員は、自らの業務に精通するよう努めるとともに、他の部及び班に協力を求められ

たときは、積極的に協力するものとする。

第９章 平 常 時 対 策

（平常時対策の推進）

第49条 部局長及び出先機関の所属長は、本庁及び出先機関の防災に関する平常時対策を

推進するとともに、進捗状況を管理する。

（災害対策に関する研修及び訓練）

第50条 指令部各班長、部局長及び出先機関の所属長は、本部及び方面本部設置時におけ

る職員の迅速かつ的確な初動体制を確保するため、災害対策に関する研修及び訓練を実

施するものとする。

２ 職員は、前項の研修及び訓練に参加しなければならない。

第10章 そ の 他

（復興対策本部の検討）

第51条 知事は、災害対策本部による災害応急対策を進めるとともに、被災者の生活再建

や新たなまちづくり等の復興業務の推進を図るため、復興対策本部を別途立ち上げるこ

とについて適切な時期に検討を行う。

（委任）

第52条 この要領に定めるほか、災害の種類、地域等の特性に応じて運営体制を定めてい

る場合は、その定めるところによるものとする。

附 則

この要領は、昭和37年12月14日から施行する。

この改正は、昭和57年５月18日から施行する。

この改正は、昭和58年４月１日から施行する。

この改正は、昭和59年４月１日から施行する。

この改正は、昭和60年４月１日から施行する。

この改正は、昭和61年４月１日から施行する。

この改正は、昭和62年４月１日から施行する。

この改正は、昭和63年４月１日から施行する。

この改正は、平成元年４月１日から施行する。

この改正は、平成２年４月１日から施行する。

この改正は、平成３年４月１日から施行する。

この改正は、平成４年４月１日から施行する。

この改正は、平成５年４月１日から施行する。

この改正は、平成６年４月１日から施行する。

この改正は、平成７年４月１日から施行する。

この改正は、平成８年３月28日から施行する。
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この改正は、平成８年４月１日から施行する。

この改正は、平成９年１月10日から施行する。

この改正は、平成９年４月１日から施行する。

この改正は、平成10年４月１日から施行する。

この改正は、平成10年６月15日から施行する。

この改正は、平成11年４月１日から施行する。

この改正は、平成12年４月１日から施行する。

この改正は、平成13年４月１日から施行する。

この改正は、平成14年４月１日から施行する。

この改正は、平成15年４月１日から施行する。

この改正は、平成15年７月25日から施行する。

この改正は、平成16年１月５日から施行する。

この改正は、平成16年４月１日から施行する。

この改正は、平成17年４月１日から施行する。

この改正は、平成17年６月６日から施行する。

この改正は、平成17年７月１日から施行する。

この改正は、平成17年８月10日から施行する。

この改正は、平成18年４月１日から施行する。

この改正は、平成19年４月１日から施行する。

この改正は、平成20年４月１日から施行する。

この改正は、平成20年11月１日から施行する。

この改正は、平成21年４月１日から施行する。

この改正は、平成21年10月15日から施行する。

この改正は、平成22年４月１日から施行する。

この改正は、平成22年４月19日から施行する。

この改正は、平成23年４月１日から施行する。

この改正は、平成24年４月１日から施行する。

この改正は、平成25年４月１日から施行する。

この改正は、平成26年４月１日から施行する。

この改正は、平成27年４月１日から施行する。

この改正は、平成28年４月１日から施行する。

この改正は、平成29年４月１日から施行する。

この改正は、平成30年４月１日から施行する。

この改正は、平成31年４月１日から施行する。

この改正は、令和元年７月10日から施行する。

この改正は、令和２年４月１日から施行する。

この改正は、令和２年４月27日から施行する。

この改正は、令和３年４月１日から施行する。

この改正は、令和３年７月８日から施行する。

この改正は、令和４年４月１日から施行する。

この改正は、令和５年４月１日から施行する。

この改正は、令和５年12月20日から施行する。

この改正は、令和６年４月１日から施行する。

この改正は、令和７年４月１日から施行する。

この改正は、令和７年12月22日から施行する。
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別表共通の１　「災害時の配備体制とその基準」
配備体制

事象

南海トラフ地震臨時情報 南海トラフ臨時情報（調査中） 南海トラフ臨時情報（巨大地震注意） － 南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒） － －

地震、津波、火山災害
震度４
津波注意報
気象台情報に基づく当番課長判断

震度５弱
津波警報
伊豆東部の地震活動の見通しに関する情
報

震度５強
噴火警戒レベル３

噴火警戒レベル４
大津波警報
噴火警戒レベル５

震度６弱以上

風水害等一般災害

気象警報（波浪、津波を除く）※１
土砂災害警戒情報
氾濫警戒情報
高齢者等避難
避難指示
市町災害対策本部設置

氾濫危険情報
台風の暴風域に入る確率が高く、日中に
配備を開始する場合等、当番危機管理監
代理が配備の必要を認めるとき

－
気象特別警報の発表の予告
大規模な災害の発生のおそれがあり、災
害に対する警戒が必要なとき

気象特別警報
洪水予報河川における氾濫発生情報及び
水位周知河川における大規模な氾濫の確
認

－

災害による人的被害
重傷者１名以上又は
軽傷者15名以上

死者、行方不明者の発生
要救助者の発生又は
死者、行方不明者５名以上

－ － －

災害による住家被害 全壊、半壊、床上浸水の発生
又は一部損壊が10戸以上

－ －
１市町以上が災害救助法適用程度に達す
る見込み

１市町以上が災害救助法の適用申請 －

その他
停電や交通障害の発生等、県民生活に支
障が見込まれ、当番課長が配備の必要を
認めるとき

－
大規模な停電や交通障害の発生等、県民
生活に重大な支障が見込まれ、危機管理
監が配備の必要を認めるとき

－
大規模な災害が発生し、又は発生するお
それがあるとき

－

配備の内容 関係所属による情報収集及び連絡活動を
主とした体制

事態の推移を踏まえ、関係所属間で情報
収集及び連絡活動を行い、警戒活動等を
実施する体制

全庁的な情報共有体制を強化、必要な災
害応急対策を準備実施するとともに、
速やかに災害対策本部等に移行できる体
制
（参集後、状況に応じてローテーション
に移行）

全庁的な情報共有体制のもと、大規模な
災害の発生に備える体制

配備課等

危機管理部当番
交通基盤部当番※６
地域局当番※２
危機管理関係課※8　等

危機管理部要員
交通基盤部当番※６
地域局当番※２
危機管理担当課※7　
危機管理関係課※８　等

危機担当監
危機管理部全員
交通基盤部当番※６
地域局要員※３
危機管理担当課※７　
危機管理関係課※８　等

知事・副知事
災害警戒本部員
危機担当監
災害警戒本部指令部※４
災害警戒方面本部要員※5
交通基盤部当番※６
危機管理担当課※７
危機管理関係課※８　等

知事・副知事
本部員
危機担当監
本部指令部※４
方面本部要員※５
道路、医療、物資等担当部局
危機管理担当課※７
危機管理関係課※８　　　　等

全職員参集

配備規模 ５０人規模 １２０人規模 ８３０人規模 ９６０人規模 １,５００人規模 ７,０００人規模

※１　交通基盤部の配備体制については、大雨・洪水・高潮の各注意報、波浪警報のいずれかが県下に発表されたとき。
※２　賀茂地域局については、賀茂方面本部指令班員のうち、下田財務事務所職員を含む。
※３　必要により、地域局は関係所属と調整のうえ、方面本部指令班員を動員することができる。
※４　危機管理部以外の職員は、本部長の指示により参集する。
※５　地域局以外の職員は、方面本部長の指示により参集する。
※６　風水害における交通基盤部の配備体制は、水防計画における水防配備基準を優先適用するが、災害対策本部が設置された場合は、水防本部は災害対策本部に統合される。
※７　要領第6条第12項に定める危機管理担当課
※８　要領第6条第13項に定める危機管理関係課
・地域局における配備基準は、特別警戒体制以下の場合、管内で発生した事象において適用する。
　その他、多数の死傷者が発生し、通常の消防力では対応が困難と思われる事故が発生したとき、又はその他知事が指示したときは、状況に応じて必要な体制を執る。
・空港振興局は、｢南海トラフ地震臨時情報」、｢地震災害」、｢風水害等一般災害」を対象として配備体制をとる。このうち、｢風水害等一般災害」は、当該事象が島田市又は牧之原市に発生し、且つ、特に被害が予想される場合（台風の進路に当たる場合など）とする。

全庁的な情報共有体制のもと、直ちに全庁的な災害応急対策を実施する体制（災害
の状況に応じ、適宜体制の拡大等を行う）

情報収集体制 警戒体制 特別警戒体制 災害警戒本部 災害対策本部
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別表共通の２－１　「災害応急対策要員動員計画（地震（震度６弱以上））」

勤務中　※１ 勤務外　※１

指令部各班員

市町支援機動班員

各部各班員

危機担当監

危機管理担当課

危機管理関係課

方面本部長

副方面本部長

方面本部員

方面本部指令班員

市町情報収集要員
勤務する所属で待機し、指示により派遣先市町で業務に就く※
３

直ちに指定された市町に参集し、業務に就く

直ちに方面本部の業務に就く 直ちに参集し、方面本部の業務に就く

拠点要員 直ちにあらかじめ指定された場所へ参集し業務に就く 直ちにあらかじめ指定された場所に参集し業務に就く

土木班 直ちに方面本部の業務に就く 直ちに参集し、方面本部の業務に就く

共
通

勤務する所属で待機し、指示された業務に就く※３
直ちに居住地周辺の総合庁舎に参集し、指示された業務に就く
※２※３

　(注２)　上記以外の場合は、連絡により配備体制に就く。

時　点 災害対策本部設置時

区　分

本部長

副本部長

本部員

方面本部各班員

業務調整要員

　※１　「勤務中」とは、勤務時間の内外を問わず勤務所で業務に従事している状況をいい、勤務時間外に現に勤務している場合は「勤務中」に該当する。
　※２　静岡市内に居住する県庁勤務者は所属に参集する。
　※３　指示による場合は、本部は本部長が、方面本部は方面本部長が指示する。
　(注１)　出張や帰省などにより指定された場所に参集できない場合は、あらかじめ調整した場合を除き、最寄りの総合庁舎に参集し、業務調整要員としての業務に就く
　　　　ものとする。

直ちに方面本部の業務に就く 直ちに参集し、方面本部の業務に就く

災
害
対
策
本
部

直ちに災害対策本部の業務に就く 直ちに参集し、災害対策本部の業務に就く

方
面
本
部
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別表共通の２－２　「災害応急対策要員動員計画（地震（震度６弱以上）以外）」

勤務中　※１ 勤務外　※１

指令部各班員

市町支援機動班員
勤務する所属で待機し、指示により災害対策本部若しくは災害警戒本部又
は方面本部若しくは災害警戒方面本部に参集し、派遣先市町で業務に就
く。※４

自宅等で待機し、指示により災害対策本部若しくは災害警戒本部又は方面
本部若しくは災害警戒方面本部に参集し、派遣先市町で業務に就く。※４

危機管理部職員以外 勤務する所属で待機し、指示により指令部の業務に就く※４ 自宅等で待機し、指示により参集し、指令部の業務に就く※４

危機担当監

業務を有する班員

上記以外の班員
勤務する所属で待機し、指示により災害対策本部又は災害警戒本部の業務
に就く※４

自宅等で待機し、指示により参集し、災害対策本部又は災害警戒本部の業
務に就く※４

方面本部長

副方面本部長

方面本部員

方面本部指令班員
勤務する所属で待機し、指示により方面本部又は災害警戒方面本部の業務
に就く※４

自宅等で待機し、指示により方面本部又は災害警戒方面本部の業務に就く
※４

市町情報収集要員
勤務する所属で待機し、指示により指定された市町に参集し業務に就く※
４

自宅等で待機し、指示により指定された市町に参集し業務に就く※４

業務を有する班員
勤務する所属で待機し、指示により参集し方面本部又は災害警戒方面本部
の業務に就く※４

自宅等で待機し、指示により参集し方面本部又は災害警戒方面本部の業務
に就く※４

拠点要員
勤務する所属で待機し、指示によりあらかじめ定められた場所で業務に就
く※４

自宅等で待機し、指示によりあらかじめ定められた場所へ参集し、業務に
就く※４

上記以外の班員
勤務する所属で待機し、指示により方面本部又は災害警戒方面本部の業務
に就く※４

自宅等で待機し、指示により参集し方面本部又は災害警戒方面本部の業務
に就く※４

共
通

勤務する所属で待機し、指示により災害対策本部若しくは災害警戒本部又
は方面本部若しくは災害警戒方面本部の業務に就く※４

自宅等で待機し、指示により居住地周辺の総合庁舎に参集し、指示された
業務に就く※２※４

　(注２)　上記以外の場合は、連絡により配備体制に就く。

時　点 災害対策本部又は災害警戒本部設置時

区　分

本部長

副本部長

本部員

業務調整要員

　※１　「勤務中」とは、勤務時間の内外を問わず勤務所で業務に従事している状況をいい、勤務時間外に現に勤務している場合は「勤務中」に該当する。

　※２　静岡市内に居住する県庁勤務者は所属に参集する。

　※３　災害警戒本部の場合、指令部各班員は指示により業務に就く。

　※４　指示による場合は、本部は本部長が、方面本部は方面本部長が指示する。

　(注１)　出張や帰省などにより指定された場所に参集できない場合は、あらかじめ調整した場合を除き、最寄りの総合庁舎に参集し、業務調整要員としての業務に就くものとする。

直ちに災害対策本部又は災害警戒本部の業務に就く※３ 直ちに参集し、災害対策本部又は災害警戒本部の業務に就く※３

各
部
各
班
員

直ちに災害対策本部又は災害警戒本部の業務に就く 直ちに参集し、災害対策本部又は災害警戒本部の業務に就く

直ちに方面本部又は災害警戒方面本部の業務に就く 直ちに参集し、方面本部又は災害警戒方面本部の業務に就く

方
面
本
部
各
班
員

災
害
対
策
本
部
又
は
災
害
警
戒
本
部

方
面
本
部
又
は
災
害
警
戒
方
面
本
部
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別表本部の１　「静岡県災害対策本部編制図」
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長

指令部

市町支援機動班 空港現地運用班
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別表本部の２　「静岡県災害対策本部編制表」

危機管理監 危機管理監

部長及び危機担当監、
危機管理担当課、危機管理関係
課、班長

　班　　　　　員

指令部

対策グループ 危機対策課長

情報グループ 危機情報課長

応援連携グループ 危機政策課長

被災者支援調整グループ 危機情報課参事兼課長代理

総務班 危機管理部総務課長

広報班 広聴広報課長

原子力班 参事兼原子力安全対策課長

通信班 危機対策課長

企画部

総務班 総務課長

企画班 企画課長

知事政策班 知事政策課長

デジタル戦略班 電子県庁課長

地域外交班 地域外交課長

総合教育班 総合教育課長

総務部

総務班 総務課長

秘書班 秘書課長

法務文書班 法務文書課長

人事班 人事課長

職員厚生班 職員厚生課長

地域振興・市町行財政班 市町行財政課長

財務部

総務班 総務課長

財政班 財政課長

税務班 税務課長

行政経営班 行政経営課長

建築管理班 財務部参事（営繕担当）

くらし・環境部

くらし・環境政策管理班 政策管理局長

県民生活班 県民生活局長

建築住宅班 建築住宅局長

環境班 環境局長

区　　　分 構　　　成　　　員

本部長 知事（災害対策基本法第２３条第２項に規定）

副本部長 副知事（担任地域のある副知事は、原則として担任の地域に駐在する）、警察本部長

企画部長、デジタル戦略部長、総務部長、財務部長、危機管理部長、くらし・環境部長、

スポーツ・文化観光部長、健康福祉部長、経済産業部長、農林水産統括部長、交通基盤部長、

出納局長、企業局長、議会事務局長、教育長、教育部長

本部員会議 本部長、副本部長、本部員

対策会議 危機管理監、危機管理監が必要と判断し、出席を求める危機担当監及び機関の代表者

部及び各班

部長　危機管理監、
　　　危機管理部長、危機管理監代理兼危機管理部部長代理、危機管理監代理兼危機報道官、
　　　危機管理監代理兼LGX推進官、危機管理部理事（災害医療）、危機管理部理事（防災技術）

部長　　　　　　企画部長、デジタル戦略部長（デジタル戦略班に関することに限る）
危機担当監　　　企画部次長
危機管理担当課　総務課

部長　　　　　　総務部長
危機担当監　　　総務部次長
危機管理担当課　総務課  
危機管理関係課　広聴広報課

部長　　　　　　財務部長
危機担当監　　　財務部次長
危機管理担当課　総務課

部長　　　　　　くらし・環境部長
危機担当監　　　政策管理局長
危機管理担当課　総務課

本
部
員

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　関係部局長の推薦に基づき危機管理監があらかじめ定める
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区　　　分 構　　　成　　　員

スポーツ・文化観光管理班 総務課長

スポーツ班 部参事（スポーツ担当）

文化班 部参事（文化担当）

観光班 部理事（観光産業振興担当）

空港班 部参事（空港担当）

健康福祉部

健康福祉総括班 政策管理局長

医療救護班 医療局長

感染症対策班 感染症管理センター長

要配慮者支援班 福祉長寿局長

健康支援班 健康局長

生活衛生班 生活衛生局長

経済産業部

物資班 政策管理局長

経済産業政策管理班 政策管理局長

産業革新班 産業革新局長

就業支援班 就業支援局長

商工業班 商工業局長

農業班 農業局長

農地班 農地局長

森林・林業班 森林・林業局長

水産・海洋班 水産・海洋局長

交通基盤部

交通基盤政策管理班 政策管理局長

建設経済班 建設経済局長

道路班 道路局長

河川砂防班 河川砂防局長

港湾班 港湾局長

都市班 都市局長

出納部

出納第１班 会計総務課長

出納第２班 用度課長

企業部

総括班 経営課長

水道企画班 水道企画課長

地域整備班 地域整備課長

がんセンター部

がんセンター県庁駐在班 マネジメントセンター長 　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

議会部

総務班 総務課長

議会班 議事課長

災害情報連絡班 政策調査課長

部長　　　　　　健康福祉部長
危機担当監　　　政策管理局長
危機管理担当課　企画政策課

部長　　　　　　経済産業部長、農林水産統括部長（農業班、農地班、森林・林業班、水産・海洋班に関
する
　　　　　　　　ことに限る）
危機担当監　　　政策管理局長
危機管理担当課　総務課　　　  
危機管理関係課　農地保全課、水産振興課、森林保全課

部長　　　　　　交通基盤部長
危機担当監　　　政策管理局長
危機管理担当課　土木防災課

部長　　　　　　出納局長
危機担当監　　　出納局次長
危機管理担当課　会計総務課

部長　　　　　　企業局長
危機管理担当課　経営課

部長　　　　　　がんセンター局長
危機管理担当課　マネジメントセンター県庁駐在

部長　　　　　　議会事務局長
危機管理担当課　総務課

スポーツ・文化観光部

部長　　　　　　スポーツ・文化観光部長
危機担当監　　　スポーツ・文化観光部参事兼総務課長
危機管理担当課　総務課
危機管理関係課　観光政策課、空港管理課、空港管理課空港調整室

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める
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区　　　分 構　　　成　　　員

人事委員会部

人事第１班 総務課長

人事第２班 給与審査課長

人事第３班 職員課長

監査委員部

監査班 監査課長 　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

労働委員会部

労働班 調整審査課長 　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

収用委員会部

収用班 収用委員会事務局次長 　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

教育部

教育総務班 教育総務課長

教育政策班 教育政策課長

教育ＤＸ推進班 教育ＤＸ推進課長

財務班 財務課長

教育施設班 教育施設課長

教育厚生班 教育厚生課長

義務教育班 義務教育課長

高校教育班 高校教育課長

特別支援教育班 特別支援教育課長

健康体育班 健康体育課長

社会教育班 社会教育課長

新図書館整備班 新図書館整備課

警察部

警察班 緊急事態対策課長 　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

中央連絡部

中央連絡班 東京事務所次長 　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

部長　　　　　　人事委員会事務局長
危機管理担当課（兼　監査委員会部、労働委員会部の危機管理担当課）人事委員会事務局総務課

部長　監査委員事務局長

部長　労働委員会事務局長

部長　　　　　　収用委員会事務局長
危機管理担当課　収用委員会事務局

部長　　　　　　教育部長
危機担当監　　　教育部理事 参事（政策管理担当）
危機管理担当課　健康体育課

部長　　　　　　警備部長
危機管理担当課　緊急事態対策課

部長　東京事務所長

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める
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班

1 　危機管理監の特命事項に関すること。

2 　情報発信の管理に関すること。

3 　要請対応の調整に関すること。

4 　対策実施状況の記録及び表示に関すること。

5 　陸上支援部隊との調整に関すること。

6 　緊急消防援助隊との調整に関すること。

7 　海上支援部隊との調整に関すること。

8 　ヘリ等航空機の運用の調整に関すること。

9 　緊急輸送ルートの調整に関すること。

10 　物流機関との調整に関すること。

11 　市町支援機動班との連絡・調整に関すること。

12 　空港現地運用班の運用に関すること。

13 　燃料の確保・調整に関すること。

14 　ライフライン機関との調整に関すること。

15 　災害救助法の適用に関すること。

1 　本部指令部から発信する情報の取りまとめに関すること。

2 　被害地図の作成に関すること。

3 　情報のトリアージに関すること。

4 　指令部内の情報共有に関すること。

5
　県本部各部各班、方面本部、市町本部、消防本部等の関係機関等への情報伝達
（一斉FAXを含む）に関すること。

6 　FUJISAN等からの各種情報の取りまとめに関すること。

7 　ISUTとの連携等、電子地図情報の集約に関すること。

8 　SNS、協定事業者等からの情報収集に関すること。

9 　方面本部との連絡調整に関すること。

1 　本部員会議の運営に関すること。

2 　県本部各部との連携に関すること。

3 　国（現地本部等）との連携に関すること。

4 　応援職員の調整に関すること。

1 　被災者支援状況の取りまとめに関すること

2 　被災者支援に係る指令部各班及び各部各班との連絡調整に関すること

3 　被災者支援に係る中間支援組織との連絡調整に関すること

4 　被災者支援連絡会の運営に関すること

別表本部の３　「静岡県災害対策本部指令部各班事務分掌」
　事　務　分　掌

対策グ
ループ

情報グ
ループ

応援連
携グ

ループ

被災者
支援調
整グ

ループ
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班 　事　務　分　掌

1 　災害対策本部の経理に関すること。

2 　国の現地対策本部の受入れ及び支援に関すること。

3 　静岡県地震防災センターにおける本部後方支援に関すること。

4 　本部要員の生活維持に関すること。

5 　業務調整要員の配置調整に関すること。

6 　職員参集状況の取りまとめに関すること。

1
　新聞、テレビ、ラジオ等報道機関を通じた、災害応急対策実施状況などの災害
関連情報の提供に関すること。

2 　記者発表における報道機関への対応に関すること。

3 　県ホームページ、SNS等を利用した情報の発信に関すること。

4 　災害応急対策の実施状況の記録写真等の収集整理に関すること。

5 　広報に要する経費について報道機関との負担区分の協議に関すること。

6 　県幹部、指令部及び各部への取材調整に関すること。

7 　災害時の県民からの問合せへの対応に関すること。

8 　市町、その他機関の要請に基づく広報に関すること。

1 　原子力発電所に関すること。 

※原子力災害対策（警戒）本部を設置する場合は、当該業務を優先する。

1 　防災行政無線等の利用、調整に関すること。

2
　防災行政無線、ふじのくに防災情報共有システム（FUJISAN）
等及び国との情報伝達手段の機能確保に関すること。

3 　災害対策本部の情報映像機器の操作等に関すること。

　応急対策期の各段階において、対応すべき業務が異なることから、それぞれの時期に応じて
組織体制を柔軟に変更して対策を講ずる。

原子力
班

総務班

広報班

通信班
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別表本部の４　「静岡県災害対策本部各部各班事務分掌」

 (1) 各班共通事務

事              務              分              掌

１  所属職員の安否の確認に関すること。

２  班の設置及び運営に関すること。

１  所管県有施設の被害状況の把握に関すること。

２  災害復旧事業に関係する被害調査に関すること。

３  災害復旧事業計画の策定に関すること。

４  災害復旧事業の実施に関すること。

５  所管災害応急対策業務に係る災害記録の収集及び整理に関すること。

６  所管災害応急対策業務に係る他県等応援職員の要請及び受入れに関すること。

７  その他特命事項に関すること。

(2) 班別事務分掌

事              務              分              掌

企画部

総務班

総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

２ 部内関係の被害の取りまとめに関すること。

３ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

４ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

５ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

大阪事務所 １ 海外報道機関への対応の支援に関すること。

２ 震災に関する海外調査団受入手続きの支援に関すること。

３ 外国人からの見舞状の受付、感謝状等の作成についての支援に関すること。

企画班

企画課

知事政策班

知事政策課

デジタル戦略班

デジタル戦略課 CATV施設の被害状況の確認に関すること。

１ SDOネットワーク（インターネット系を含む）及び県庁クラウドの機能確保に関すること。

電子県庁課 ２ SDOネットワーク（インターネット系を含む）及び県庁クラウドの機能復旧に関すること。

３ 人事給与システム、財務会計システムの復旧に関すること。

統計活用課

地域外交班

地域外交課 駐日外国公館との連絡調整に関すること。

多文化共生課 １ 旅券事務の執務体制の確保に関すること。

２ 災害時多言語支援センターの設置及び運営に関すること。

総合教育班

総合教育課 県立大学及び静岡文化芸術大学の災害応急対策の支援及び連絡調整に関すること。

総務部

総務班

総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

２ 部内関係の被害の取りまとめに関すること。

３ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

４ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

５ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

秘書班

秘書課 １ 本部長（知事）及び副本部長（副知事）の秘書に関すること。

２ 本部長及び副本部長の災害地現地視察に関すること。

３ 皇室の災害見舞の応援に関すること。

法務文書班

法務文書課 １ 官報報告及び県公報の発行に関すること。

２ 条例、規則の審査に関すること。

３ 情報公開（公文書開示）に関すること。

４ 文書の収受・発送及び公印の管理に関すること。

区        分

区        分

組織運営に係る事務

事業執行に係る事務
該当する事務の所管室
（課）に共通
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事              務              分              掌区        分

人事班

人事課 １ 県の行う災害応急対策のための職員配置等人的措置に関すること。

２ 職員の安否調査及び対策に関すること。

３ サテライトオフィスの被害の取りまとめに関すること。

職員厚生班

職員厚生課 １ 被災職員の住宅確保の支援に関すること。

２ 災害応急対策のための要請に係る職員互助会及び共済組合との連携に関すること｡

３ 職員の災害補償に関すること。

４ 本部及び方面本部職員の健康管理に関すること。

地域振興・市町行財政班

地域振興課 １ 市町行政の応援に関すること。

市町行財政課 ２ 各種選挙の執行管理に関すること。

３ 市町財政の応援に関すること。

財務部

総務班

総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

２ 部内関係の被害の取りまとめに関すること。

３ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

４ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

５ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

６ 本庁舎及び総合庁舎の被害調査に関すること

７ 本庁舎の機能維持に関すること。

８ 県庁自衛消防隊の活動に関すること。

９ 庁内電話システムの機能確保措置に関すること。

財政班

財政課 災害対策の予算措置に関すること。

税務班

税務課 災害による県税の救済措置及び県税関係システムの機能確保に関すること。

行政経営班

行政経営課 県有財産の災害応急対策への活用に関すること。

建築管理班

建築企画課 １ 解体関係団体との連絡調整に関すること。

建築工事課 ２ 施工中の県有建築物、県有建築設備の地震災害応急対策に関すること。

設備課 ３ 災害対策本部くらし・環境部建築住宅班、方面本部土木班との連携・支援に関すること。

４ 財務部総務課及び財務部行政経営課の支援に関すること。

くらし・環境部

くらし・環境政策管理班

総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

経理課 ２ 部関係の被害の取りまとめに関すること。

３ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

４ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

５ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

県民生活班

県民生活課 １ 生活関連物資の価格需給動向の調査、情報提供及び国の緊急措置の要請に関すること。

２ 不当取引事業者の指導に関すること。

３ 消費生活相談及び県民相談に関すること。

４ 震災復興相談センター調整会議の運営に関すること。

５ ＮＰＯ活動の支援に関すること。

６ ふじのくにＮＰＯ活動支援センタ－の被害調査及び災害応急対策に関すること。

くらし交通安全課 １ 交通事故相談の実施に関すること。

２ 交通安全関係団体との連絡調整に関すること。

男女共同参画課 １ 男女共同参画の視点からの災害応急対策に係る情報収集・提供に関すること。

２ 被災者や支援者に対する男女共同参画の視点からの相談に関すること。

３ 男女共同参画センターの被害調査及び災害応急対策に関すること。

４ 男女共同参画センター周辺の緊急避難者への対応に関すること。

５ 男女共同参画団体に対する応援協力要請に関すること。

企画政策課（移
住・定住担当）
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事              務              分              掌区        分

建築住宅班

住まいづくり課 １ 住宅（公営住宅を含む）の被害調査に関すること。

公営住宅課 ２ 住宅被災者に対する災害融資、建築及び入居相談等支援に関すること。

３ 応急仮設住宅の建設・借上げ及び公営住宅への一時入居に関すること。

４ 災害復興公営住宅の供給及び建設・指導等に関すること。

５ 県営住宅の応急修理に関すること。

6 災害対策本部経営管理部財務班、方面本部土木班との連携・支援に関すること

建築安全推進課 １ 建築物の被害調査に関すること。

2 地震被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定に関すること。

3 建築制限と仮設建築物に対する制限緩和実施区域の指定に関すること。

4 震災建築物の被災度区分判定・災害復旧の技術指導等に関すること。

５ 災害対策本部交通基盤部建設支援班、方面本部土木班との連携・支援に関すること。

環境班

環境政策課 フロン回収に関すること。

環境ふれあい課 県民の森及び県立森林公園の被害調査及び災害応急対策に関すること。

自然保護課

廃棄物リサイクル課 １ 清掃指導並びにし尿、生活系ごみ、がれき、残骸物の処理に関すること。

２ 廃棄物処理施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

３ 廃棄物の処理に係る県民、事業者の指導に関すること。

４ 災害廃棄物処理事業及び廃棄物処理施設災害復旧事業に係る国庫補助に関すること。

生活環境課 １ 大気汚染に係る発生源監視に関すること。

２ 水質汚濁に係る発生源監視に関すること。

３ 有害物質による二次災害未然防止対策に関すること。

水資源課 １ 飲料水、生活用水の確保及び供給に関すること。

２ 水道施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

３ 水道施設災害復旧に係る広域支援に関すること。

４ 水道施設の復旧指導に関すること。

盛土対策課 盛土造成箇所の被害調査及び災害応急対策に関すること。

スポーツ・文化観光部

スポーツ・文化観光管理班

総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

企画経理課 ２ 部関係の被害の取りまとめに関すること。

３ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

４ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

５ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

スポーツ班

スポーツ政策課

スポーツ振興課 県武道館、県立水泳場及び富士水泳場の災害応急対策の応援及び連絡調整に関すること。

文化班

文化政策課 １ 県立美術館及びふじのくに地球環境史ミュージアムの災害応急対策の応援及び連絡調整に関すること。

２ グランシップ及び舞台芸術公園の災害応急対策の応援及び連絡調整に関すること。

文化財課 １ 文化財の被害調査に関すること。

２ 文化庁への応援依頼に関すること。

３ 文化財等の応急措置に関すること。

富士山世界遺産課 静岡県富士山世界遺産センターの災害応急対策の応援及び連絡調整に関すること。

観光班

観光政策課 １ 観光関係の被害調査に関すること。

観光振興課 ２ 観光客の避難状況等の動向調査に関すること。

３ 県有観光施設の災害応急対策及び連絡調整に関すること。

４ 公営国民宿舎等に対する２次的避難者の収容の協力要請に関すること。

５ 二次的避難所としてのゴルフ場施設の確保、あっせんに関すること。

空港班

空港管理課 １　静岡空港の被害状況の把握に関すること。

空港振興課 ２　定期便・チャーター便等航空機の運行状況の把握に関すること。

３　空港利用者の混乱防止、避難誘導等の空港の安全確保に係る取組状況の把握に関すること。

４　空港保安管理規程等に基づき運営権者が行う緊急時対応の適正な実施の確保に関すること。

空港管理課空港
調整室

空港周囲部の施設に係る被害状況の把握及び応急復旧に関すること。
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事              務              分              掌区        分

健康福祉部

健康福祉総括班

総務課 １ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

経理課 ２ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

企画政策課 ３ 部内各班の連絡調整に関すること。

各局総務班 ４ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

５ 健康福祉部関係の県有施設の被害状況の把握に関すること。

６ 健康福祉部関係の被害の取りまとめに関すること。

７ 災害救助法に関する国との調整及び救助費の精算に関すること。

８ 災害救助法に基づく救助を市町長が行うこととする通知に関すること。

９ 災害救助法に係る市町への指導に関すること。

10 災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給に係る国との調整及び申請に関すること。

11 災害援護資金の貸付に関する国との調整及び申請に関すること。

12 災害弔慰金の支給等に関する法律に係る市町への指導に関すること。

13 被災者生活再建支援金に係る(財)都道府県会館との調整及び申請書の取りまとめに関すること。

14 被災者自立生活再建支援金（県単）の支給に関すること。

15 応急仮設住宅の必要戸数の把握に関すること。

医療救護班

医療政策課 １ り災者の医療救護に関すること。

地域医療課 ２ 医療救護施設の開設状況の把握に関すること。

３ 医療救護施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

４ 病院等医療施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

５ 医師その他の医療従事者の確保に関すること。

６ 災害時の遺体の検案医師及び身元確認に必要な歯科医師の確保に関すること。

７ 広域医療搬送活動に関すること。

８ 救護班の受入に関すること。

９ り災妊産婦、新生児の医療に関すること。

10 ＤＭＡＴの受入・活動調整に関すること。

11 応援ヘリコプター（ドクターヘリ）の受入及び応援活動に関すること。

薬事課 １ 輸血用血液の確保及び供給に関すること。

２ 薬剤師等の確保及び派遣に関すること。

３ 医薬品等の確保及び供給に関すること。

４ 毒物、劇物取扱施設の被害状況の把握に関すること。

疾病対策課 １ 難病患者等（人工呼吸器装着者等）の支援に関すること。

２ 人工透析患者の支援に関すること。

障害福祉課 １ 精神科病院の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ ＤＰＡＴの受入・活動調整に関すること。

国民健康保険課 保険診療の取扱いの特例に関すること。

感染症対策班

感染症対策課 １ 感染症指定医療機関等防疫関係施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ り災地の防疫に関すること。

要配慮者支援班

地域福祉課 １ 生活福祉資金の貸付に関すること。

２ 保護施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

福祉長寿政策課 １ 社会福祉施設の被害調査及び災害応急対策の取りまとめに関すること。

２ 県災害ボランティア本部・情報センターとの連携に関すること。

３ DWATの受入・活動調整に関すること。

４ 義援金に関すること。

こども政策課

こどもみらい課 児童福祉施設（保育所、認定こども園）等の被害調査及び災害応急対策に関すること。

こども家庭課 １ り災児童、母子世帯の援護に関すること。

２ り災児童のメンタルヘルスに関すること。

３ 児童福祉施設（児童養護施設等）の被害調査及び災害応急対策に関すること。

私学振興課 １ 私立学校の被害状況調査及び応急教育に関すること。

２ 教育部及び関係機関との連絡に関すること。

介護保険課 １ り災老人の援護支援に関すること。

福祉指導課 ２ 老人福祉施設等高齢者関係施設の被害調査及び災害応急対策支援に関すること。

３ 災害時の介護保険の取扱いに関すること。
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事              務              分              掌区        分

障害者政策課 １ り災障害（児）者の援護に関すること。

２ 障害（児）者福祉施設の被害調査及び災害応急対策に関すること

障害福祉課 り災障害（児）者の援護に関すること。

健康支援班

健康増進課 １ り災者の健康支援に関すること。

健康政策課 ２ 保健師、栄養士等の受入に関すること。

３ ＪＤＡＴ、ＪＤＡ－ＤＡＴの受入・活動調整に関すること

４ 給食施設の被害調査及び災害応急対策に関すること

障害福祉課 １ り災者の精神保健対策に関すること。

精神保健福祉センター ２ ＤＰＡＴの受入・活動調整に関すること。

生活衛生班

衛生課 １ 火葬場の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 遺体の埋火葬の広域調整に関すること。

３ 生活衛生営業サービス（公衆浴場、理容等）の確保に関すること。

４ 動物園等の被害調査及び安全対策に関すること。

５ 動物の愛護管理に関すること。

６ 食品衛生の確保に関すること。

７ と畜場及び食鳥処理場の被害調査及び災害応急対策に関すること。

８ 遺体収容所の設置状況の把握に関すること。

９ 遺体搬送車両の調達及びあっせんに関すること。

10 遺体措置に係る資器材の調達及びあっせんに関すること。

経済産業部

物資班

総務課 １ 緊急物資の広域物資輸送拠点ごとの配分調整に関すること。

２ 広域物資輸送拠点の運営に関すること。

３ 緊急物資調達に関すること。

経済産業政策管理班

総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

経理課 ２ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

産業政策課 ３ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

４ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

５ 農林水産業に関する激甚災害指定の取りまとめに関すること。

６ 部所管県有施設の被害状況の取りまとめに関すること。

７ 中小企業に関する激甚災害指定の取りまとめに関すること。

８ 産業被害全般にわたる災害の取りまとめ及び総合調整に関すること。

組合検査課

産業革新班

１ 農林水産物等被害の技術対策の支援に関すること。

２ 被災中小企業に対する技術支援に関すること。

新産業集積課 被災中小企業に対する技術相談に関すること。

マーケティング課 県内業者からの緊急物資（副食）の調達及びあっせんに関すること。

エネルギー政策課 災害時の電力需給逼迫警報に係る調整に関すること。

就業支援班

産業人材課 １ 被災後の労働相談に関すること。

２ 労政会館・いこいの家（おおとり荘）の被害調査及び災害応急対策に関すること。

３ 就業相談に関すること。

職業能力開発課 １ 被災離職者の再就職促進のための職業能力開発に関すること。

２ 技術専門校・あしたか職業訓練校の訓練生の安否等に関すること。

商工業班

商工振興課 １ 産業経済会館及びインキュベートセンターの被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 商工業関係の被害の取りまとめに関すること。

企業立地推進課 １ 浜松内陸コンテナ基地の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 静岡県医療健康産業研究開発センターの被害調査及び災害応急対策に関すること

商工金融課 １ 中小企業に対する災害金融支援に関すること。

２ 労働金庫の業務指導に関すること。

経営支援課 商工3団体の被害状況の把握に関すること。

地域産業課 １ 鉱山及び休廃止鉱山の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 緊急物資（生活必需品）及び復旧資材の調達及びあっせんに関すること。

産業イノベー
ション推進課
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農業班

農業戦略課 １ 農作物・生産施設等の被害の取りまとめに関すること。

２ 農作物等被害の技術対策に関すること。

３ 農業団体に対する災害応急対策の応援協力要請に関すること。

４ AOI-PARC(先端農業推進拠点)の被害調査及び災害応急対策に関すること。

農業ビジネス課 １ 農林大学校の学生の安否等に関すること。

２ 農業災害補償に関すること。

３ 農業者の災害金融に関すること。

食と農の振興課 保管農薬の安全対策に関すること。

お茶振興課 １ 農作物等の被害調査の支援に関すること。

２ 農作物等被害の技術対策の支援に関すること。

１ 農作物等の被害調査の支援に関すること。

２ 農作物等被害の技術対策の支援に関すること。

３ 県内業者からの緊急物資（主食）の調達及びあっせんに関すること。

畜産振興課 １ 家畜、家きん及び畜産施設の被害調査に関すること。

２ 家畜飼料及び畜産物に関すること。

３ 家畜の衛生対策に関すること。

農地班

農地計画課 １ 農地・農業用施設 の被害の調査及び災害応急対策に関すること。

２ 関係機関との連絡・総合調整に関すること。

農地整備課 １ 農地・農業用施設 の被害の調査及び災害応急対策に関すること。

２ 県有土地改良施設（農地防災ダム）の被害状況等の連絡及び報告体制の整備に関すること。

農地保全課 １ 農地班の防災関係業務の取りまとめに関すること。

２ 農地・農業用施設の被害の調査及び取りまとめに関すること。

３ 土地改良施設の地震防災応急対策の促進に関すること。

４ 県有土地改良施設（農地海岸）の被害状況等の連絡及び報告体制の整備に関すること。

農地調整課 農地・農業用施設の被害の調査及び取りまとめに関すること。

森林・林業班

森林計画課 １ 森林・林業班の防災関係業務の取りまとめに関すること。

２ 森林・林業全般にわたる災害の取りまとめ、及び総合調整に関すること。

林業振興課 １ 林産物及び林業施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 応急復旧製材品及び合板の調達及びあっせんに関すること。

３ 林業団体に対する災害応急対策の応援協力要請に関すること。

４ 林業者の災害金融に関すること。

森林整備課 １ 造林地等の被害調査に関すること。

２ 森林火災の被害調査に関すること。

３ 林道関係の調査及び災害応急対策に関すること。

４ 県営林の被害調査に関すること。

森林保全課 １ 治山関係の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 保安林の被害調査に関すること。

３ 県有防災林の被害調査に関すること。

４ 林地開発許可地の被害調査に関すること。

水産・海洋班

水産振興課 １ 水産物・水産関係施設、水産業団体等の被害の取りまとめに関すること。

２ 水産業団体に対する災害応急対策の応援協力要請に関すること。

３ 漁船、養殖施設等水産関係の災害復旧に関すること。

４ 漁業災害補償に関すること。 

５ 漁業者の災害金融に関すること。

６ 県内業者からの緊急物資（水産物）の調達及びあっせんに関すること。 

7 漁業高等学園の学生の安否等に関すること。

水産資源課 １ 部所管取締船舶による海上輸送に関すること。

２ 海上輸送に係る漁船調達の要請に関すること。

交通基盤部

交通基盤政策管理班

総務課 １ 部内職員の参集状況及び安否の取りまとめに関すること。

２ 部内各班の連絡調整のうち総務的分野に関すること。

３ 応援計画に基づく部内職員の動員及び派遣に関すること。　

農産振興課
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経理課 １ 国等機関との対応に関すること。

２ 災害復旧事業の予算の取りまとめ。　

３ 部内の庁舎、公舎、設備の被害の取りまとめに関すること。

４ 部内の庁舎、公舎、設備の災害応急対策の取りまとめに関すること。　

建設政策課 部内の災害対策に係る広報の窓口。　

建設経済班

建設業課 建設業者の災害出動状況の取りまとめに関すること。

公共用地課 廃川廃道敷の被害調査及び災害応急対策への応急使用に関すること。

技術調査課 建設事務総合システムの機能復旧に関すること。

工事検査課

道路班

道路企画課 有料道路通行料金の減免措置に係る連絡調整に関すること。

道路整備課 工事中の県管理国道及び県道の二次災害防止措置の連絡調整に関すること。

道路保全課 １ 工事中の県管理国道及び県道の二次災害防止措置の連絡調整に関すること。

２ 静岡県道路通行規制情報提供システムの運用に関すること。

３ 道路及び橋梁の被害情報の収集に関すること。

４ 災害時における道路の通行規制に関すること。

５ 緊急輸送路その他道路施設の災害応急復旧､緊急輸送ルートの確保に関すること｡

６ 災害時における有料道路等の一時無料開放に関する協定の実施に関すること。

７ 災害時における道路占用者との連絡調整に関すること。

河川砂防班

河川砂防管理課 災害時における河川占用者との連絡調整に関すること。

河川企画課 １ ダムの被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 直轄管理の河川施設及び海岸保全施設における被災情報の収集に関すること。

河川海岸整備課
１ 河川管理施設（ダムを除く）及び海岸保全施設（港湾・漁港除く）の被害調査及び災害応急対策に関するこ
と。
２ 河川海岸の津波、高潮対策に関すること。

土木防災課 １ 部内職員の非常招集に関すること。

２ 災害対策本部交通基盤部の設置、運営に関すること。

３ 部内各班の連絡調整のうち情報、対策的分野に関すること。

４ 水防本部及び水防活動に関すること。

５ 公共土木施設災害復旧事業の総括に関すること。

砂防課 １ 砂防関係施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 土砂災害危険箇所の被害調査及び災害応急対策に関すること。

３ 斜面危険度判定に関すること。

４ 土砂災害警戒情報の発表等の運用に関すること。

港湾班

港湾企画課 １ 港湾内の緊急物資集積場所の確保に関すること。

港湾振興課 2 港湾の被災情報の収集に関すること。

3 災害時における管理水域内の危険箇所等への標識の設置に関すること。

港湾整備課 １ 防災拠点港湾及び防災港湾等の港湾施設の応急復旧に関すること。

２ 緊急物資保管等の港湾内用地及び航路啓開等の緊急輸送機能の確保に関すること。

３ 港湾海岸保全施設の応急復旧に関すること。

漁港整備課 １ 漁港施設等の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 防災港湾等の漁港施設の応急復旧、航路啓開等緊急輸送機能の確保に関すること。

都市班

都市計画課 都市復興基本計画を基にした都市計画案の作成指導及び決定（被災市街地復興推進地域の決定を含む。）に関すること。

土地対策課 １ 施行中の土地利用事業箇所の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 施行中の大規模な開発行為箇所の被害調査及び災害応急対策に関すること。

景観まちづくり課 1 都市班の防災関係業務の取りまとめに関すること。

２ 施行中の土地区画整理事業地、市街地再開発事業地の被害調査及び災害応急対策に関すること。

街路整備課 1  施行中の都市施設（街路）の被害調査及び災害応急対策に関すること。

2 都市施設の被害の取りまとめ及び国への報告に関すること。

生活排水課 １ 下水道・流域下水道の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 下水道施設の復旧に係る広域支援に関すること。

３ 流域関連公共下水道の使用の制限に関すること。

４ 農業集落排水施設の被害調査に関すること

公園緑地課 都市公園の被害調査及び災害応急対策に関すること。

地域交通課 自動車運送業者による臨時バスの要請に関すること。
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事              務              分              掌区        分

出納部

出納第１班

会計総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

２ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

３ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

４ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

５ 災害時の義援金の保管に関すること。

会計支援課 １ 災害時の会計処理体制に関すること。

２ 指定金融機関等の営業状況の情報収集に関すること。

出納審査課 災害時の会計書類の保管に関すること。

集中化推進課 給与・旅費等の支払に関すること。

出納第２班

用度課 １ 車両用燃料の緊急調達に関すること。

２ 本部必要物品の調達支援・相談に関すること。

３ 本庁集中管理車（協定に基づく調達車両を含む。）の配車に関すること。

４ コピーセンターの機能確保に関すること。 

企業部

総括班

経営課 １ 部内各室の連絡調整に関すること。

２ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

３ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

４ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

５ 企業部関係の被害及び災害応急対策の取りまとめに関すること。

水道企画班

水道企画課 １ 部所管の工業用水道及び水道施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 部所管の工業用水道及び水道施設の復旧に係る広域支援に関すること。

地域整備班

地域整備課 分譲・造成中の地域振興整備事業用地の被害調査及び災害応急対策に関すること。

がんセンター部

がんセンター県庁駐在班

１ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

２ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

３ 県立静岡がんセンターとの連絡調整に関すること。

４ 県立静岡がんセンターの被害調査及び災害応急対策に関すること。

議会部

総務班

総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

２ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

３ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

４ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

５ 部関係の被害の取りまとめに関すること。

６ 職員との連絡に関すること。

秘書室 正副議長との連絡に関すること。

議会班

議事課 議会の会議に関すること。

災害情報連絡班

政策調査課 議員との連絡及び調査活動に関すること。

人事委員会部

人事第１班

総務課 １ 人事委員会部、監査委員部及び労働委員会部の各部各班の連絡調整に関すること。

２ 人事委員会部、監査委員部及び労働委員会部の各部各班の災害応急対策の推進に関すること。

３ 人事委員会部、監査委員部及び労働委員会部の各部各班の動員及び要員の確保に関すること。

４ 人事委員会部、監査委員部及び労働委員会部の各部各班の安否の取りまとめに関すること。

５ 人事委員会委員の安否に関すること。

人事第２班

給与審査課 災害時の給与分割支給に係る承認申請に関すること。

人事第３班

職員課 災害時の職員採用試験の実施等に関すること。

がんセンター局
県庁駐在
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事              務              分              掌区        分

監査委員部

監査班

監査課 １ 監査委員部の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

２ 監査委員及び監査委員部の職員の安否に関すること。

労働委員会部

労働班

調整審査課 １ 災害時の労働委員会部の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

２ 災害時の労働委員会委員及び労働委員会部の職員の安否に関すること。

収用委員会部

収用班

収用委員会事務局 １ 部内の連絡調整に関すること。

２ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

３ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

４ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

５ 委員の安否確認に関すること。

教育部

教育総務班

教育総務課 １ 教育委員の安否に関すること。

２ 他県に対する応援教職員等の派遣要請及び受入れ調整に関すること。

教育政策班

教育政策課 １ 総合教育センター研修生の安全確保の支援に関すること。

２ 被災児童生徒の教育相談に関すること。

３ 教育総合ネットワークシステムの機能確保に関すること。

４ 教育総合ネットワークシステムの機能復旧に関すること。

教育ＤＸ推進班

教育ＤＸ推進課 １ 教育総合ネットワークシステムの機能確保に関すること。

２ 教育総合ネットワークシステムの機能復旧に関すること。

財務班

財務課 災害対策事業の予算のとりまとめ

教育施設班

教育施設課 １ 教育施設の応急危険度判定に関すること。

２ 教育施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

教育厚生班

教育厚生課 １ 教職員の災害補償に関すること。

２ 被災時に係る共済組合及び教職員互助組合との連携に関すること。

３ 被災教職員の教職員住宅確保の支援に関すること。

４ 教職員の健康管理に関すること。

義務教育班

義務教育課 １ 市町立学校（園）の応急教育に関すること。

２ 市町立学校（園）に係る教科書、学用品の確保に関すること。

３ 市町立学校（園）の教職員の確保に関すること。

４ 教育再開に向けた対応に関すること。

高校教育班

高校教育課 １ 県立高等学校の応急教育に関すること。

２ 県立高等学校に係る教科書、学用品の確保に関すること。

３ 県立高等学校の教職員の確保に関すること。

４ 教育再開に向けた対応に関すること。

５ 所管船舶による海上輸送に関すること。

特別支援教育班

特別支援教育課 １ 県立特別支援学校の応急教育に関すること。

２  県立特別支援学校に係る教科書、学用品の確保に関すること。

３ 県立特別支援学校の教職員の確保に関すること。

４ 教育再開に向けた対応に関すること。

新図書館整備班

新図書館整備課 県立中央図書館の災害応急対策と連絡調整に関すること。
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事              務              分              掌区        分

健康体育班

健康体育課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

２ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

３ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

４ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

５ 教職員の動員及び調整に関すること。

６ 公立学校（園）の幼児、児童、生徒の避難その他の対策に関すること。

７ 公立学校（園）の被害状況の情報収集に関すること。

８ 公立学校（園）における災害応急対策に関すること。

９ 公立学校（園）への避難所設置に伴う運営協力等に関すること。

10 公立学校（園）の給食施設の災害時の活用に関すること。

11 休校その他学校管理に関すること。

12 教育関係広報の取りまとめに関すること。

社会教育班

社会教育課 １ 社会教育施設の災害応急対策と連絡調整に関すること。

２ 青少年団体のボランティア活動に関すること。

３ 青少年教育施設の災害応急対策と連絡調整に関すること。

４ 避難所としての青少年施設のあっせんに関すること。

警察部

警察班

緊急事態対策課 １ 警察の実施する災害応急対策の本部長への報告に関すること。

２ 関係部との連絡調整に関すること。

中央連絡部

中央連絡班

東京事務所 １ 政府、政党、上級機関に対する広報、陳情に関すること。

２ 中央情報の収集に関すること。
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別表方面本部の１　「静岡県災害対策本部方面本部編制図」
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方面本部長（地域局長）

副方面本部長（地域局副局長兼（賀茂、東部、
中部及び西部）危機管理監その他あらかじめ地
域局長が定めた者)

方面本部員
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市町情報収集要員

交通誘導係(東部、西部に限る)

広域物資輸送拠点係

航空搬送拠点係（東部、中部、西部に限る）

※一方面本部管内に同一部局の出
先機関が複数ある場合において
は、方面本部が設置される庁舎に
ある出先機関又は直近の出先機関
の長を方面本部員とする。
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別表方面本部の２　「静岡県災害対策本部方面本部編制表」
賀茂方面本部 東部方面本部 中部方面本部 西部方面本部

下田市、東伊豆町、
河津町、南伊豆町、
松崎町、西伊豆町

熱海市、伊東市、沼津市、
三島市、裾野市、御殿場市、
富士市、富士宮市、
伊豆の国市、伊豆市、
函南町、清水町、長泉町、
小山町

静岡市、藤枝市、焼津市、
島田市、牧之原市、
吉田町、川根本町

浜松市、湖西市、磐田市、
袋井市、掛川市、御前崎市、
菊川市、森町

賀茂地域局長 東部地域局長 中部地域局長 西部地域局長

下田財務事務所長 伊豆観光局長 磐田財務事務所長

賀茂健康福祉センター所長 沼津財務事務所長 藤枝財務事務所長 西部県民生活センター所長

賀茂農林事務所長 東部県民生活センター所長 中部県民生活センター所長 西部健康福祉センター所長

下田土木事務所長 東部健康福祉センター所長 中部健康福祉センター所長 中遠農林事務所長

東部農林事務所長 志太榛原農林事務所長 袋井土木事務所長

沼津土木事務所長 島田土木事務所長 企業局西部事務所長

企業局東部事務所長

焼津漁港管理事務所長

財務班 下田財務事務所 熱海財務事務所 静岡財務事務所 磐田財務事務所

沼津財務事務所 藤枝財務事務所 浜松財務事務所

富士財務事務所

復興相談班
賀茂地域局（賀茂広域消費生
活センタ－）

東部県民生活センター 中部県民生活センター 西部県民生活センター

健康福祉班 賀茂健康福祉センター 熱海健康福祉センター 中部健康福祉センター 西部健康福祉センター

東部健康福祉センター

御殿場健康福祉センター

富士健康福祉センター

物資班 賀茂農林事務所 東部農林事務所 志太榛原農林事務所 中遠農林事務所

富士農林事務所 中部農林事務所 西部農林事務所

農林班 賀茂農林事務所 東部農林事務所 志太榛原農林事務所 中遠農林事務所

富士農林事務所 中部農林事務所 西部農林事務所

土木班 下田土木事務所 熱海土木事務所 静岡土木事務所 袋井土木事務所

沼津土木事務所 島田土木事務所 浜松土木事務所

富士土木事務所 清水港管理局 御前崎港管理事務所

田子の浦港管理事務所 焼津漁港管理事務所

出納班 賀茂出納室 東部出納室 中部出納室 西部出納室

企業班 企業局東部事務所 企業局西部事務所榛南出張所 企業局西部事務所

その他の班 農林技術研究所伊豆農業研究センター 伊豆観光局 消防学校 三方原学園

水産・海洋技術研究所伊豆分場 看護専門学校 県立美術館 磐田学園

吉原林間学園 環境衛生科学研究所 食肉衛生検査所

動物愛護センター 農林技術研究所果樹研究センター 農林技術研究所

静岡がんセンター 水産・海洋技術研究所 農林技術研究所茶業研究センター

畜産技術研究所 工業技術研究所 農林技術研究所森林・林業研究センター

水産・海洋技術研究所富士養鱒場 漁業高等学園 畜産技術研究所中小家畜研究センター

工業技術研究所沼津工業技術支援センター 工科短期大学校 水産・海洋技術研究所浜名湖分場

工業技術研究所富士工業技術支援センター 計量検定所 工業技術研究所浜松工業技術支援センター

工科短期大学校沼津キャンパス 中央図書館 農林環境専門職大学・短期大学部

あしたか職業訓練校 焼津青少年の家 浜松技術専門校

静東教育事務所 埋蔵文化財センター 静岡県総合教育センター

静岡県富士山世界遺産センター 女性相談センター 観音山少年自然の家

ふじのくに地球環境史ミュージアム 静西教育事務所

環境放射線監視センター

ふじのくに茶の都ミュージアム

区分

所管区域

方面本部長

副方面本部長

方面本部員会議

方面本部対策会議

副班長

方面本部指令班

方面本部各班

方面本部員

地域局副局長兼（賀茂、東部、中部及び西部）危機管理監その他あらかじめ地域局長が定めた者

方面本部長、副方面本部長、方面本部員又は副班長

あらかじめ地域局長等が指名した者で構成

あらかじめ地域局長等が定めた者

方面本部長、副方面本部長、方面本部長が指定した副班長
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別表方面本部の３　「静岡県災害対策本部方面本部各班の事務分掌」
(1) 各班共通事務

事                務               分               掌

１ 所管業務に係る情報伝達及び発信に関すること。

２ 所属職員の所在及び安否の確認に関すること。

３ 所属職員の動員に関すること。

４ 関係機関等との連絡に関すること。

５ 班の設置及び運営に関すること。 

１ 所管県有施設の被害状況の把握に関すること。

２ 所管施設及び所管業務の災害応急対策の推進に関すること。

３ 災害復旧事業に関係する被害調査に関すること。

４ 災害復旧事業計画の策定に関すること。

５ 災害復旧事業の実施に関すること。

６ 所管災害応急対策業務に係る記録の作成及び整理に関すること。

７ 所管災害応急対策業務に係る他県等応援職員の受入れに関すること。

８ その他特命事項に関すること。

(2) 班別事務分掌　　

事               務               分               掌

＜総務係＞

１ 方面本部の設置及び運営に関すること。

２ 方面本部員会議及び方面本部対策会議に関すること。

３ 方面本部の経理に関すること。

４ 県現地災害対策本部の受入れに関すること。

５ 方面本部各班との連絡調整に関すること。

６ 方面本部要員の生活維持に関すること。

７ 国、他県等関係機関への要請、陳情等の調査・整理に関すること。

８ 国の機関、国会議員・県議会議員等の視察・調査に関すること。

９ 管内市町、その他機関の広報要請の受理及び県本部への伝達に関すること。

10 資料提供等報道機関への対応に関すること。

11 災害応急対策の進捗状況写真及びその他の状況の写真の収集整理に関すること。

12 災害時の県民からの問合せへの対応に関すること。

13 災害ボランティア活動の支援に関すること。

14 県災害ボランティア市町支援チームの受入れに関すること。

15 方面本部内の職員配分の調整に関すること

16
管内の被害状況、災害応急対策実施状況等の取りまとめ及び方面本部員会議等に係る資料
の調製に関すること

17 職員の参集状況の取りまとめに関すること。

18 業務調整要員の調整に関すること。

区          分

班　　名

組織運営に
係る事務

事業執行に
係る事務
（該当する
事務の所管
所属に共
通）

指令班
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事                務               分               掌区          分

＜対策係＞

１ 方面本部各班の災害応急対策の実施の総括に関すること。

２ 原子力発電所に関すること（中部・西部に限る。）。

※原子力災害対策（警戒）本部を設置する場合は、当該業務を優先する。

３ 各ライフライン及び危険物施設の被害状況の取りまとめ及び復旧促進に関すること。

４
管内市町、防災関係機関、企業及び県民等に対する指示、協力要請及び連絡調整に関する
こと。

５ 県民からの要請の処理に関すること。

６ 災害救助法の適用申請に関すること。

７ 県本部指令部対策班空港現地運用班への職員派遣の調整に関すること（賀茂を除く。）。

８ 救助作業隊の派遣に関すること。

９ 他県等応援職員の受入れに関すること。

10 管内の災害応急対策の実施の総括に関すること。

11 方面本部各班の災害応急対策の調整に関すること。

12 管内の広域応援部隊等（DMATを除く）の受入・活動調整に関すること。

13 緊急輸送ルートの選定及び指示に関すること。

14
管内の道路、港湾、ヘリポート等災害応急対策の実施に必要な施設等の情報の収集・整理
に関すること。

15 港湾、空港を使用した緊急物資の受入指示に関すること。

16 被災者生活再建支援法の適用申請に関すること。

17 管内市町の重要施設に関する燃料備蓄状況の把握に関すること

＜交通誘導係＞

進出拠点の設置運営に関すること（東部・西部に限る。）。

＜情報係＞

１ 管内の被害情報及び災害応急対策実施状況の整理・分析に関すること。

２ 地震、気象情報、交通情報、社会状況等、情報の収集伝達に関すること。

３ 管内市町、方面本部各班の被害報告の取りまとめ、記録の作成及び県本部への報告に関すること。

４ 市町支援機動班との連携に関すること。

５ 市町情報収集要員の派遣に関すること。

６ 市町村行政機能チェックリストのとりまとめに関すること。

７ 管内市町における災害応急対策実施状況の収集及び県本部からの指示・情報の受領に関すること。

８ 防災行政無線等の利用調整に関すること。

９
県防災行政無線、ふじのくに防災情報共有システム（FUJISAN）等の情報伝達手段の機
能確保に関すること。

10 市町からの支援要請に係る文書の収受に関すること。

＜市町情報収集要員＞

派遣された市町に関する情報の収集及び連絡調整等に関すること。

＜支援係＞

１ 市町災害対策本部の運営支援に関すること。

２ 管内市町の災害応急対策の代行調整に関すること。

３ 管内の市町に対する応援に関すること。

４ 他の係の業務支援に関すること。

指令班
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事                務               分               掌区          分

＜駐在スタッフ＞

１ 総合庁舎内方面本部要員の生活維持に関すること。

２ 総合庁舎内各班の業務等の情報収集に関すること。

３ 参集する業務調整要員の参集状況の把握及び管理に関すること。

４ 総合庁舎の地震防災応急対策実施に関すること（北遠総合庁舎に限る）。

５ 参集する航空搬送拠点要員の参集状況の把握に関すること（浜松総合庁舎に限る。）。

６ 総合庁舎内の各班の業務支援に関すること（熱海総合庁舎に限る。）。

１
総合庁舎の被害状況の取りまとめ及び緊急機能確保措置（故障等不具合への対応等）に関
すること。

２ 災害による県税の救済措置の実施に関すること。

１ 震災復興相談センターの運営に関すること。

２
生活必需物資の価格需給動向の調査及び安定供給の確保並びに苦情処理の対策に関するこ
と。

１ 災害救助法及び被災者生活再建支援法による応急救助事務の実施に関すること。

２ 健康福祉センター所管事項の被害の調査及び取りまとめに関すること。

３ り災低所得者、身体障害者、知的障害者、児童、老人、母子世帯等の援護に関すること。

４ 生活福祉資金の貸付に関すること。

５ 市町に対する災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付に関すること。

６ 義援金に関すること。

７ り災者の健康支援に関すること。

８ り災者の精神保健対策に関すること。

９ 救護所等の設置に関すること。

10 医療救護の調整に関すること。

11 医師その他の医療応援班の派遣に関すること。

12 医療救護施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

13 災害時の遺体の検案医師及び身元確認に必要な歯科医師の確保に関すること。

14 被災地の防疫に関すること。

15 難病患者等の支援に関すること。

16 り災妊産婦、新生児の医療に関すること。

17 食品衛生及び生活衛生営業サービス（公衆浴場、理容等）の確保に関すること。

18 動物園等の被害調査及び安全対策に関すること。

19 動物の愛護管理に関すること。

20 遺体収容所の設置状況の把握に関すること。

21 遺体搬送車両の調達及びあっせんに関すること。

22 遺体措置に係る資器材の調達及びあっせんに関すること。

23 火葬場の被害調査及び災害応急対策に関すること。

24 遺体の埋火葬の広域調整に関すること。

25 医薬品等の確保及び供給に関すること。

財務班

復興相談班

指令班

健康福祉班
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事                務               分               掌区          分

26 薬剤師等の派遣に関すること。

27 清掃指導並びにし尿、生活系ごみ、瓦礫、残骸物の処理に関すること。

28 廃棄物等の処理に係る県民、事業者の指導に関すること。

29 災害廃棄物処理事業制度の運用に関すること。

30 環境衛生施設の復旧指導に関すること。

31 水道施設の被害調査及び飲料水、生活用水の供給に関すること。

32 大気・水質汚濁防止関係の事務に関すること。

33 救護班・保健師の受入に関すること。

34 市町及び方面本部の保健師・栄養士稼働状況、派遣要請数の把握に関すること。

35 毒物、劇物取扱施設の被害状況の把握に関すること。

36 航空搬送拠点の要員の派遣に関すること(東部、中部、西部に限る。）。

37 航空搬送拠点の運営支援に関すること（東部、中部、西部に限る。）。

＜航空搬送拠点係＞

１ 航空搬送拠点の設置運営に関すること（東部、中部、西部に限る。）。

２ 広域医療搬送活動に関すること（東部、中部、西部に限る。）。

広域物資輸送拠点の運営支援に関すること。

＜広域物資輸送拠点係＞

広域物資輸送拠点の設置運営に関すること。

１ 農畜産物及び林産物の被害調査に関すること。

２ 農林業者の災害金融に関すること。

３ 飼料及び畜産物に関すること。

４ 家畜衛生伝染病予防及び防疫に関すること（家畜保健衛生所）。

５ 農業災害に関する技術対策の支援に関すること。

６ 農林業関係団体に対する災害応急対策の応援協力と体制に関すること。

７ 保管農薬の安全管理に関すること。

８ 農協施設等共同利用施設の被害調査に関すること。

９ 農林業者の生活維持対策指導に関すること。

10 土地改良財産の被害調査に関すること。

11 農地防災ダムの状況報告に関すること。

12 工事中の施設の二次災害防止対策に関すること。

13 農地及び農業用施設の被害調査に関すること。

14 農地及び農業用施設災害の応急復旧に関すること。

15 治山施設及び山地災害危険地区の被害調査に関すること。

16 林業災害の応急復旧事業に関すること。

17 応急復旧用製材品及び合板の斡旋に関すること。

18 森林火災に関すること。

19 造林地等の被害調査に関すること。

20 県営林の被害調査に関すること。

21 孤立防止、代替輸送機能に関する農林道の整備に関すること。

22 農林土木工事設計積算施工管理システムの機能復旧に関すること。

23 保安林の被害調査に関すること。

24 県有防災林の被害調査に関すること。

25 大井川用水施設の点検及び操作に関すること（志太榛原農林事務所）。

物資班

健康福祉班

農林班
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事                務               分               掌区          分

１ 通信手段の運用に関すること。

２ 所有車両の運用に関すること。

３ 緊急輸送路の輸送機能の確保に関すること。

４ 港湾・漁港による輸送機能の確保に関すること。

５ 水防活動に関すること。

６ 防災情報施設の操作に関すること。

７ 津波防護施設の操作に関すること。

８ 水面に関すること。

９ 貯木場利用者に対する流出対策の実施の要請に関すること。

10 所管公共施設の被害情報収集及び被害調査に関すること。

11 工事中の施設の二次災害防止対策に関すること。

12 公共施設災害復旧事業の計画及び実施に関すること。

13 建設業者の確保対策に関すること。

14 土木総合電算システムの機能復旧に関すること。

15 各種台帳の管理に関すること。

16 備蓄資材の使用調整に関すること。

17 緊急物資集積場所として提供可能な空地（施設）の確保協力に関すること。

18 斜面判定士の派遣要請に関すること。

19 地震被災建築物応急危険度判定士の派遣要請及び受入れに関すること。

20
被災建築物の応急解体又は震災建築物の被災度区分判定・災害復旧の技術指導等に関する
こと及び建築物の被害調査に関すること。

21 管内市町の公共土木施設に係る被害情報の収集並びに応急復旧対策の指導に関すること。

22
施工中の開発行為、土地区画整理、土地利用事業箇所等の被害調査及び災害応急対策の指
導に関すること。

23 所管県営住宅の被害情報収集および被害調査並びに応急修繕に関すること。

24 応急仮設住宅の建設・借上げ及び公営住宅への一時入居に関すること。

25 住宅被災者に対する災害融資、建築・入居相談等支援に関すること。

26 流域下水道施設被災に係る関係機関との連絡及び広域応援に関すること。

27 水洗便所の使用制限についての流域市町への連絡に関すること。

28 港湾・漁港を利用した緊急物資の受入に関すること。

29 緊急輸送ルートの選定に関すること。

30
災害対策本部交通基盤部建設支援班、くらし・環境部建築住宅班との連携・支援に関する
こと。

１ 集中管理車（協定に基づく調達車両を含む）の配車に関すること。

２ 災害時の会計事務に関すること。

３ 指定金融機関等の営業状態の把握に関すること。

１ 所管の工業用水道及び水道施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 所管の事業用地の被害調査及び災害応急対策に関すること。

３ 施工中の所管事業用地の被害調査及び災害応急対策に関すること。

１ 所管施設及び所管業務における固有の災害応急対策に関すること。

２ 他の班の応援に関すること。

出納班

企業班

その他の班

土木班
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静岡県災害対策本部（伊豆東部火山群対策）体制運営方針

平成 ２年 ２月２３日作成

令和 ７年 ４月 １日修正

静 岡 県 危 機 管 理 部

第１ 策定の目的

伊豆半島東部で予想されている群発地震及び火山噴火に係る災害応急対策等に的確かつ迅速に対応するた

め、「静岡県災害対策本部運営要領」（昭和37年12月14日施行）に基づき、静岡県本庁及び出先機関に係る警戒

監視及び事前配備体制並びに静岡県災害対策本部及び方面本部に係る体制の整備について、方針を定める。

第２ 本部体制

伊豆半島東部で予想されている群発地震及び火山噴火の規模・態様やそれに伴う社会の状況は、複雑多岐に

変化することが想定されるため、県本部（県本庁関係部局関係課）は常に即応できるよう、噴火警戒レベル等

に応じた万全の配備体制を確保するものとする。

その他の各部各班（課）においては、職員応援等の要請に対応できるよう、日常業務の調整、部内の連絡体

制の確立に努めるものとする。

第３ 方面本部（出先機関）の体制

伊豆半島東部で予想される群発地震及び火山噴火に伴い、直接的に災害応急対策等の対応が必要とされる賀

茂・東部方面本部（賀茂地域局・東部地域局及び管内出先機関）は、要員の参集、指令班の係・分掌・要員配

備、県本部又は市町との情報伝達、出先機関相互の連携及びその他必要な事項について体制を確立するものと

する。

その他の方面本部（中部・西部地域局及び管内出先機関）においては、県本部から賀茂・東部方面本部及び

関係市町等への職員応援要請があった場合に対応できるよう、日常業務の執行・運営に配慮するとともに、地

域局は管内出先機関との連絡体制を確立するものとする。

第４ 要員の参集

(1) 勤務中の場合

県危機管理部が、県本庁関係部局関係課、関係地域の地域等に配備体制・要員の参集を伝達する。

(2) 勤務外の場合

県危機管理部が、県本庁関係部局関係課の要員及び関係地域の地域局等に配備体制･要員の参集を伝達す

る。

第５ 対応部局

(1) 事前配備体制（災害対策本部が設置される前（警戒体制））

県本庁関係課等、賀茂地域局・東部地域局（管内出先機関を含む。）により対応する。（別紙１ 概要図参

照）

(2) 災害対策本部体制（災害警戒本部及び災害対策本部）

県本部（県本庁関係課等を含む。）、賀茂・東部方面本部（管内出先機関を含む。）により対応する。（別紙

２ 概要図参照）

その他の方面本部（中部・西部方面本部）については、応援ができる体制を確保する。

第６ 防災関係機関への協力・応援要請

防災関係機関と緊密な連絡体制を確保し、事態の推移に伴い適切な協力又は応援を求め、的確な災害応急対

策等を実施する。
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第７ その他必要な事項

その他必要な事項については、別に定める。

噴火警戒レベル 警 戒 ・ 対 応 の 段 階 静岡県本部・方面本部の体制 対 応 部 局 備 考

レベル１

（活火山であるこ

とに留意）

常時警戒監視

群発地震に対する警戒
平 常 危 機 管 理 部 通 常 時 の 対 応

有感地震に対する警戒

「伊豆東部の地震活動の見通しに関する情報」

が発表されたとき

警 戒 体 制 関係課等、出先機関 別紙１の概要図を参照

レベル４

（高齢者等避難）
低周波地震に対する警戒 災 害 警 戒 本 部 本 部、方面本部 別紙２の概要図を参照

レベル５

（避難）

火山性微動に対する警戒 災 害 対 策 本 部 本 部、方面本部 別紙２の概要図を参照

災害の発生が切迫し、救助活動に移行する準備 災 害 対 策 本 部 本 部、方面本部 別紙２の概要図を参照

救助活動等の災害応急対策 災 害 対 策 本 部 本 部、方面本部 別紙２の概要図を参照
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静岡県災害対策本部(伊豆東部火山群対策)の指令部各班等の事務分掌等

事 務 分 掌 の 内 容

指

令

部

対策グループ

１ 危機管理監の特命事項

２ 情報発信の管理

３ 要請対応の調整

４ 対策実施状況の記録及び表示

５ 陸上支援部隊との調整

６ 緊急消防援助隊との調整

７ 海上支援部隊との調整

８ ヘリ等航空機の運用の調整

９ 緊急輸送ルートの調整

10 物流機関との調整

11 市町支援機動班との連絡・調整

12 空港現地運用班の運用13 燃料の確保・調整

14 ライフライン機関との調整

15 災害救助法の適用

情報グループ

１ 本部指令部から発信する情報の取りまとめ

２ 被害地図の作成

３ 情報のトリアージ

４ 指令部内の情報共有

５ 県本部各部各班、方面本部、市町本部、消防本部等の関

係機関への情報伝達（一斉FAXを含む）

６ FUJISAN等からの各種情報の取りまとめ

７ ＩＳＵＴとの連携連携等、電子地図情報の集約

８ ＳＮＳ、協定事業者等からの情報収集

９ 方面本部との連絡調整

応援連携グループ

１ 本部員会議の運営

２ 県本部各部との連携

３ 国との連携

４ 応援職員の調整

被災者支援グループ

１ 被災者支援状況の取りまとめ

２ 被災者支援に係る指令部各班及び各部各班との連絡調整

３ 被災者支援に係る中間支援組織との連絡調整

４ 被災者支援連絡会の運営

事 務 分 掌 の 内 容

総 務 班

１ 災害対策本部の経理

２ 国の現地対策本部の受入れ及び支援

３ 静岡県地震防災センターにおける本部後方支援

４ 本部要員の生活維持

５ 業務調整要員の配置調整

６ 職員参集状況の取りまとめ

通 信 班

１ 防災行政無線等の利用、調整

２ 防災行政無線、ふじのくに防災情報共有システム（FUJI

SAN）等及び国との情報伝達手段の機能確保

３ 災害対策本部の情報映像機器の操作等

広 報 班

１ 新聞、テレビ、ラジオ等報道機関を通じた、災害応急対

策実施状況などの災害関連情報の提供

２ 記者発表における報道機関への対応

３ 県ホームページ、SNS等を利用した情報の発信

４ 災害応急対策の実施状況の記録写真等の収集整理

５ 広報に要する経費について報道機関との負担区分の協議

６ 県幹部、指令部及び各部への取材調整

７ 災害時の県民からの問合せへの対応

８ 市町、その他機関の要請に基づく広報

対 策 会 議
災害応急対策を推進する上で必要な場合、県本部関係

課等（関係班）による対策会議を開催する。

県 現 地 連 絡 室

方面本部は、災害応急対策の推進の円滑化を図るた

め、災害現地に連絡調整のための要員を派遣し、現地連

絡室を設置する。

各 部 連 絡 員 各部局との連絡調整
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修 正 履 歴

平成 ２年 ２月２３日作成

平成 ３年 ４月 １日修正

平成 ８年 ６月２５日修正

平成１０年 ６月３０日修正

平成１１年 ６月３０日修正

平成１６年 ４月 １日修正

平成１７年 ４月 １日修正

平成１９年１０月１６日修正

平成２１年 ４月 １日修正

平成２２年 ４月 １日修正

平成２４年 ４月 １日修正

平成２６年 ４月 １日修正

平成２７年 ４月 １日修正

平成２８年 ４月 １日修正

平成２９年 ４月 １日修正

平成３０年 ４月 １日修正

平成３１年 ４月 １日修正

令和 ３年 ４月 １日修正

令和 ４年 ４月 １日修正

令和 ６年 ４月 １日修正

令和 ７年 ４月 １日修正
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別紙１

事前配備体制（災害対策本部（伊豆東部火山群対策）が設置される前（警戒体制））

※中部･西部地域局及びその他の市町は応援ができる体制を確保する。

東 部 地 域 局

賀 茂 地 域 局市 町

そ の 他 の

市 町

市 町

県現地連絡室

○危機管理部

○危機管理関係課

総務部広聴広報課

スポーツ・文化観光部観光政策課

経済産業部農地保全課

経済産業部水産振興課

経済産業部森林保全課

○危機管理担当課

企画部総務課

総務部総務課

財務部総務課

くらし・環境部総務課

スポーツ・文化観光部企画政策課

健康福祉部企画政策課

経済産業部総務課

出納局会計総務課

企業局経営課

がんセンター局マネジメントセンター

議会事務局総務課

人事委員会事務局総務課

監査委員事務局総務課

労働委員会事務局総務課

収用委員会事務局

教育委員会健康体育課

○交通基盤部

道路局

河川砂防局

港湾局

出 先 機 関

中部・西部地域局

危 機 管 理 監 関 係 部 局 長
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別紙２

静 岡 県 災 害 対 策 本 部 (伊 豆 東 部 火 山 群 対 策 )体 制

※中部･西部地域局及びその他の市町は応援ができる体制を確保する。

本 部 員

１ 危 機 管 理 監 （総合調整）

２ 企 画 部 長 （各部局対応調整）

３ 総 務 部 長 （県民生活確保）

４ 財 務 部 長 （災害対策予算）

５ 危機管理監代理 （総合調整補佐）

６ くらし・環境部長 （環境対策・応急仮設住宅等）

７ スポーツ・文化観光部長 （観光客対策等）

８ 健康福 祉部長 （医療救護）

９ 感染症対策担当部長 （感染症対策）

10 経済産 業部長 （産業対策・森林対策等）

11 交通基 盤部長 （河川・道路・漁港対策等）

12 出 納 局 長 （災害時会計）

13 議会 事務局長 （県議会対応）

14 企 業 局 長 （工業用水等）

15 教 育 長 （生徒の安全確保)

16 教 育 部 長 （生徒の安全確保）

被災者支援
調整グループ

各 部 連 絡 員 各部局各班(課) 出先機関(各所属)

市 町

東部方面本部
東 部 地 域 局

その他の市町

気象庁、静岡地方気象台、総務省消防庁、

陸上自衛隊第34普通科連隊、

下田海上保安部、静岡国道事務所、

西日本電信電話(株)静岡支店、

東海旅客鉄道(株)静岡支社、

東日本旅客鉄道(株)横浜支社、

日本赤十字社静岡県支部、

静岡県消防長会、

東京電力パワーグリッド(株)静岡総支社、

静岡ガス(株)、その他

応援連携グループ

広 報 班 （ 報 道 機 関 対 応 ） 対 策 会 議

情報グループ

総 務 班

通 信 班

知事（本部長）

副知事 （副本部長）
県警察本部長（副本部長）

賀茂方面本部
賀 茂 地 域 局

市 町
現地連絡室

その他の方面本部(中部・西部）

中部・西部地域局

対策グループ
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静岡県災害対策本部（伊豆東部火山群対策）体制運営細目
平成 ２年 ２月２３日作成

令和 ７年 ４月 １日修正

静 岡 県 危 機 管 理 部

第１ 策定の目的

伊豆半島東部で予想されている群発地震及び火山噴火に係る災害応急対策等に的確かつ迅速に対応するため、「静岡県災害対策本部

運営要領」（昭和37年12月14日施行）及び「静岡県災害対策本部（伊豆東部火山群対策）体制運営方針」に基づき、静岡県本庁・出先

機関に係る警戒監視及び事前配備体制並びに静岡県災害対策本部・方面本部に係る体制等について、細目を定める。

第２ 群発地震・火山噴火の想定及び本部体制

伊豆半島東部で予想されている群発地震及び火山噴火は、その規模・態様がどの程度に及ぶものかを想定することは困難であるが、

災害対策本部体制を内部的に検討する過程上の便宜や要員の災害応急対策の円滑化を図るうえでの配慮から、一応の目安としてそれぞ

れの状況に応じた体制を想定しておくことが効果的と考え、敢えて次により対応することを示すこととしたので、時程、地震・噴火、

社会状況の想定趣旨には十分留意されたい。したがって、災害や社会の状況は複雑多岐に変化するので、県本部各部局各課等及び各方

面本部各所属は変化する状況に常に即応できるよう、噴火警戒レベル等に応じた万全の配備体制を確保するものとする。

第３ 各方面本部（出先機関）の体制

伊豆半島東部で予想されている群発地震及び火山噴火に係る災害応急対策等に関して、賀茂・東部方面本部（賀茂地域局・東部地

域局及び管内出先機関）は、要員の参集、指令部のグループ・班、分掌、要員配備、本部又は市町との情報伝達、出先機関相互の連

携及びその他必要な事項について体制を確立するものとする。

その他の方面本部（中部・西部地域局及び管内出先機関）においては、県本部から賀茂・東部方面本部及び関係市町等への職員派

遣要請があった場合に対応できるよう、日常業務の執行・運営に配慮するとともに、地域局は管内出先機関との連絡体制を確立する

ものとする。
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※１ 火山活動が沈静化し、レベル５からレベルを下げる段階で、火山活動の状況に応じてレベル３・２が発表される場合がある。

※２ 静岡県災害対策本部要領第６条第12項に定める危機管理担当課

※３ 静岡県災害対策本部要領第６条第13項に定める危機管理関係課

時程(想定) 地震・噴火の想定 気象庁の発表
噴火警戒

レベル
社会状況の想定 静岡県本部・方面本部体制

本部要員

配備体制

常 時 警戒監視が必要な状況

レベル１

（活火山で

あることに

留意）

平 常 危機管理部

約 1 週 間 前

～

約2,3時間前

地殻変動

群発地震活動開始
噴火予報

顕著な地殻変動

活発な群発地震活動

震源の浅部への移動

伊豆東部の地震活

動の見通しに関す

る情報

住民の不安募る 警 戒 体 制

危機管理部要員

交通基盤部当番

地域局当番

危機管理担当課※２

危機管理関係課※３ 等

約 2 , 3 日前

～

約2,3時間前

低周波地震の活発化

噴 火 警 報

火山の状況に関す

る解説情報(臨時)

レベル４

（高齢者等避難）
要配慮者の避難始まる 災 害 警 戒 本 部

知事・副知事

災害警戒本部員

危機担当監

災害警戒本部指令部

災害警戒方面本部要員

交通基盤部当番

危機管理担当課※２

危機管理関係課※３ 等

低周波地震の多発

火山性微動の発生
〃

レベル５

（避難）

一般住民の避難始まる

災 害 対 策 本 部

知事・副知事

本部員

危機担当監

本部指令部

方面本部要員

道路、医療、物資等担当部局

危機管理担当課※２

危機管理関係課※３ 等

火 山 噴 火 火山噴火

噴 火 速 報

噴 火 警 報

火山の状況に関す

る解説情報(臨時)

災害応急対策の実施

沈 静 化 地震・噴火沈静化 噴 火 予 報

レベル１

（活火山で

あることに

留意）※１

住民帰宅

応急対策落ち着く

国・現地市等との協議

災 害 対 策 本 部 廃 止
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第１章 要 員 の 参 集

第１ 警戒体制

危 機 管 理 部

(１) 勤務中

関 係 部 局 長

防

災

行

政

無

線

賀茂・東部方面本部

（賀茂地域局・東部地域局）
関 係 出 先 機 関

電

話

要 員 へ の 伝 達

所 属 長

(２) 勤務外

危 機 管 理 部

電 話

庁内電話

上記の関係部局・関係職員
電話

危機管理関係課、危機管理担当課等
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第２ 災害対策本部を設置する場合

(１) 勤務中

(２) 勤務外

危 機 管 理 部 関係部局・関係職員

電話

危 機 管 理 部
庁内電話

関係部局・関係職員
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第２章 伊豆東部火山群対策に係る県本部、方面本部及び関係市町の対応の経過想定
県 本 部

呼 称
Ｉ 平 常 Ⅱ 警 戒 体 制 Ⅲ 災害警戒本部 Ⅳ 災害対策本部

状況想定

約数日前 ～ 約数時間前 火 山 噴 火

被 害 発 生

災害応急対策の実施群発地震始まる
有感地震始まる

低周波地震、火山性微動始まる

住民の不安募る 要配慮者の避難始まる

対応想定
情報収集、連絡活動、住民

避難の行政内部の準備

災害時要援護者の避難対応、

関係機関の内部対応の依頼・確認
災害応急対策の実施

県 本 部

危 機 管 理 部 ○危機管理部

○危機管理関係課

総務部広聴広報課

スポーツ・文化観光部観光政策課

経済産業部農地保全課

経済産業部水産振興課

経済産業部森林保全課

○危機管理担当課

企画部総務課

総務部総務課

財務部総務課

くらし・環境部総務課

スポーツ・文化観光部企画政策課

健康福祉部企画政策課

経済産業部総務課

出納局会計総務課

企業局経営課

がんセンター局マネジメントセンター

議会事務局総務課

人事委員会事務局総務課

監査委員事務局総務課

労働委員会事務局総務課

収用委員会事務局

教育委員会健康体育課

○交通基盤部

道路局

河川砂防局

港湾局

本部員

指令部職員

対策グループ

情報グループ

応援連携グループ

被災者支援調整グループ

総務班

広報班

通信班

各部連絡員

各部各班

同 左

関係方面本部 －

東部地域局

賀茂地域局

熱海健康福祉センター

下田土木事務所

熱海土木事務所

沼津土木事務所

東部健康福祉センター

東部方面本部

賀茂方面本部

方面本部構成出先機関

現地連絡室

同 左
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賀茂健康福祉センター

その他必要な出先機関

現地連絡室

その他必要な方面本部

関 係

市 町
-

伊 東 市 熱 海 市

東伊豆町 沼 津 市

三 島 市 伊 豆 市

函 南 町 伊豆の国市

（状況による市町）

同 左 同 左
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第３章 伊豆東部火山群対策に係る対応概要図

第１ 警戒体制

知 事

副 知 事

危 機 管 理 監

東 部 地 域 局

関 係 部 局 長

出 先 機 関
危機管理部

危機管理関係課、危機管理担当課等

伊東市

（県現地連絡室）

熱海市

沼津市

三島市

伊豆市

伊豆の国市

函南町

賀 茂 地 域 局東 伊 豆 町

その他の市町

※応援できる態勢の準備

中部･西部地域局
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本 部 員
１ 危 機 管 理 監 （総合調整）

２ 企 画 部 長 （各部局対応調整）

３ 総 務 部 長 （県民生活確保）

４ 財 務 部 長 （災害対策予算）

５ 危機管理監代理 （総合調整補佐）

６ くらし・環境部長 （環境対策・応急仮設住宅等）

７ スポーツ・文化観光部長 （観光客対策等）

８ 健康福祉部長 （医 療 救 護）

９ 感染症対策担当部長 （感染症対策）

10 経済産業部長 （産業対策・森林対策等）

11 交通基盤部長 （河川・道路・漁港対策等）

12 出 納 局 長 （災 害 時 会 計）

13 企 業 局 長 （工業用水等）

14 議会事務局長 （県議会対応）

15 教 育 長 （生徒の安全確保）

16 教 育 部 長 （生徒の安全確保）

対策会議広報班（報道機関対応）

伊東市

（県現地連絡室）

熱海市

沼津市

三島市

伊豆市

伊豆の国市

函南町

出先機関(各所属)各 部 連 絡 員

気象庁、静岡地方気象台、総務省消防庁、

陸上自衛隊第34普通科連隊、

下田海上保安部、静岡国道事務所、

西日本電信電話(株)静岡支店、

東海旅客鉄道(株)静岡支社、

東日本旅客鉄道(株)横浜支社、

日本赤十字社静岡県支部、

静岡県消防長会、

東京電力パワーグリッド(株)静岡総支社、

静岡ガス(株)、その他

東伊豆町

応援連携グループ

通 信 班

第２ 災害対策本部

総 務 班

東部方面本部

情報グループ

賀茂方面本部

その他の方面本部その他の市町

各部局各班(課)

対策グループ

知事（本部長）

副知事 （副本部長）
県警察本部長（副本部長）

※その他の方面本部は、応援ができる体制の確保

被災者支援
調整グループ
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第４章 静岡県災害対策本部情報伝達・回付先系統図

開催の検討

作 成

提 出

（定例情報・その他情報）

ＮＴＴ公衆回線（一斉FAX）伊東市、熱海市 ＮＴＴ公衆回線（一斉FAX）

ＮＴＴ専用回線（音声、FAX）伊東市

県出先機関（各班）

気 象 庁

対策グループ 広報班

消防庁等への報告書類

指令部会議資料

関係各室・課対策会議資料

県各部局対応状況

広報提供資料

市町村･支部

配

布

配

布東部方面本部

賀茂方面本部

東 伊 豆 町

熱 海 市

伊 東 市

現地連絡員室

情報グループ

情報総括スタッフ

窓口スタッフ

静 岡 地 方 気 象 台

対策会議

本 部 員

報
告

指
示
受 県 各 部 連 絡 員

県 各 部 局 （ 各 班 ）

報
告

送
付

送
付

関係各部連絡員（警察）

配布
配
布

その他の方面

本部・市町

配
布

配

布

応援連携

グループ

被災者支援

調整グループ
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県本部受理情報・作成資料等の配布先、部数標準（目安）一覧

(注) 下記の注意書きに留意のこと。数字は配布部数を示す。

１ 太線（－）の上段は内部で作成する資料等の配布処理で、太線（－）の下段は方面本部、国、防災関係機関等の外部情報の配布処理を示すものである。

２ 本表は要員が、配布先等を了知しやすいための便宜に作成したものである。

状況により運営の円滑化を図るため、配布先、部数等は変更される場合がある。

３ 太線（－）の下段の係が扱う情報の配布処理はおおむね本表どおりに処理可能と思われるが、太線（－）の上段が扱う本部内作成資料等の配布先は内容、状況や各班等（応援連携グループ、

対策グループ、情報グループ（情報総括スタッフ））の一体的連携を考慮すると短絡的には示しきれない面もあるので、直接資料等を作成する情報グループ（情報総括スタッフ）と対策グループは連携

を密にし、配布先、部数等状況に応じ的確な対応にあたること。

４ 情報グループ（情報総括スタッフ）の１部は、時系列資料作成と機関別保管・整理の便宜のためである。

５ 広報資料は広報班へ応援連携グループから配布するので、情報班、各部連絡員が広報班へ直接配布することはない。

広報班は、必要部数を整え（コピー）て、広報提供にあたる。

６ 特に、対策グループ及び県警察各部連絡員は、相互の情報交換の円滑化と取り扱いの適正化に充分留意する。

回付(送致)先

受信(回付)元

応援連携グ

ループ
対策グループ 総務班

被災者支援調

整グループ

情報グループ

（受付S）

情報グループ

（ 情 報 総 括 S）

各 部

連絡員

関係各部

連絡員
広報班 本部員会議

関係課

対策会議
合 計

取り扱い情報（資料）等の

概要 （詳細は事務分掌）

応援連携グループ １ １ １ ― １ 11 ― １ 18 α 34＋α

本部員からの指示、徹底事項

動員、国報告、本部員・対策会議、

部局状況、広報等

情 報 グ ル ー プ

（受付スタッフ）
― ― ― ― １ － ― － － － １

方面本部等体制、避難・受入れ、被

害状況、市町対応、防災機関対応等

情 報 グ ル ー プ

（ 情報 総 括ス タ ッフ ）
１ １ １ １ 11 － １ － － － 15 地震、火山情報、テレビ情報

各 部 連 絡 員 １ ― ― ― － － ― － － － １ 各部局の対応、受理の情報等
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第５章 県本部・方面本部（伊豆東部火山群対策）対応の要員体制

※必要により、本部長等は本部指令部員を動員することができる。

部局名 Ⅰ 平常 Ⅱ 警戒体制 Ⅲ 災害警戒本部 Ⅳ 災害対策本部

危機管理部 18～21 全員 全員

本庁各部

本部員 － 16 16

危機担当監 － 12 12

危機管理関係課

総務部広聴広報課 1 1 1

スポーツ・文化観光部観光政策課 2 2 2

経済産業部農地保全課 1 1 1

経済産業部水産振興課 1 1 1

経済産業部森林保全課 1 1 1

危機管理担当課

企画部総務課 2 3 3

総務部総務課 2 3 3

財務部総務課 2 3 3

くらし・環境部総務課 2 3 3

スポーツ・文化観光部企画政策課 2 3 3

健康福祉部政策管理局企画政策課 2 3 3

経済産業部総務課 2 3 3

出納局会計総務課 2 3 3

企業局経営課 2 3 3

がんセンター局マネジメントセンター 1 1 1

議会事務局総務調査課 2 3 3

人事委員会事務局総務課

1 3 3監査委員事務局総務課

労働委員会事務局総務課

収用委員会事務局 1 1 1

教育委員会健康体育課 2 3 3

県本部指令部（危機管理部以外） － ※ 全員

交通基盤部

道路局 1 1 1

河川砂防局 1 1 1

港湾局 1 1 1

その他の局 交通基盤部の定めるところ 同左 同左

賀茂、東部方面本部 方面本部の定めるところ 同左 同左
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修 正 履 歴

平成 ２年 ２月２３日作成

平成 ３年 ４月 １日修正

平成 ８年 ６月２５日修正

平成１０年 ６月３０日修正

平成１１年 ６月３０日修正

平成１６年 ４月 １日修正

平成１７年 ４月 １日修正

平成１９年１０月１６日修正

平成２１年 ４月 １日修正

平成２２年 ４月 １日修正

平成２４年 ４月 １日修正

平成２６年 ４月 １日修正

平成２７年 ４月 １日修正

平成２８年 ４月 １日修正

平成２９年 ４月 １日修正

平成３０年 ４月 １日修正

平成３１年 ４月 １日修正

令和 ６年 ４月 １日修正

令和 ７年 ４月 １日修正
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